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電力広域的運営推進機関
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 容量市場の導入等のため、定款、業務規程及び送配電等業務指針を変更する。

 今般の定款、業務規程及び送配電等業務指針の主な変更ポイントは以下のとおり。

 容量市場導入に伴うルール変更（定款・業務規程・送配電等業務指針）（参考１－１、１－２）

• 容量市場において、広域機関が市場管理者として行う業務を規定

• 容量市場において、電気供給事業者が行う業務を規定

 その他ルール変更（業務規程・送配電等業務指針）

• 系統情報公表に関するルール整備の機動性確保のためのルール変更（参考２）

 系統情報公表のルール整備の機動性確保のため、別表を削除

• FIT期間満了となる低圧のFIT電源対応に伴うルール変更

 スイッチング支援システムの利用可能範囲に低圧FIT卒業電源を追加等

• 計画ルール変更

 冬季需要についての検証等を追加

• 運用ルール変更

 下げ調整力の活用、下げ調整力が不足する場合の措置について、電力貯蔵装置が用いられているため
明記

定款・業務規程・送配電等業務指針の変更のポイント
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 容量市場導入に伴うルール変更（定款・業務規程・送配電等業務指針）（参考１－１、１－２）

• 容量市場において、広域機関が市場管理者として行う業務を規定

• 容量市場において、電気供給事業者が行う業務を規定

 その他ルール変更（業務規程・送配電等業務指針）

• 系統情報公表に関するルール整備の機動性確保のためのルール変更（参考２）

 系統情報公表のルール整備の機動性確保のため、別表を削除

• FIT期間満了となる低圧のFIT電源対応に伴うルール変更

 スイッチング支援システムの利用可能範囲に低圧FIT卒業電源を追加等

• 計画ルール変更

 冬季需要についての検証等を追加

• 運用ルール変更

 下げ調整力の活用、下げ調整力が不足する場合の措置について、電力貯蔵装置が用いられているため
明記



4容量市場運営業務の追加（変更・新規）：定款変更点

 容量市場の運営業務が追加されることに伴う業務内容の変更、及び用語の定義。

【定款第５条・第７条】（変更・新規）

 制度検討作業部会の中間とりまとめ（以下「中間とりまとめ」という。）において、広域機関
が市場管理者となる旨とともに、広域機関の容量市場に係る業務は電気事業法第２８条の４０
第５号に定める業務の一環として行われるものと整理された。

 上述の整理に合わせ、容量市場及び電源入札等の用語を新たに定義した。

広域機関 = 市場管理者

＜電気事業法＞

（業務）
第２８条の４０ 推進機関は、第二十八条の四の
目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一〜四 （略）
五 入札の実施その他の方法により発電用の電気
工作物を維持し、及び運用する者を募集する業務
その他の発電用の電気工作物の設置を促進するた
めの業務を行うこと。
六〜十 （略）

 容量市場の開設

 市場管理者とし
ての各種業務の
実施

【役割】

出所) 「中間とりまとめ」p.58 抜粋
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（業務内容）
第５条 （略）
一〜四 （略）
五 入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を
維持し、及び運用する者を募集する業務その他の発電用
の電気工作物の設置を促進するための業務（以下「電源
入札等」）を行うこと。

六 （略）

（用語）
第７条（略）
２ （略）
一〜十一 （略）
（新設）

（新設）

（業務内容）
第５条 （略）
一〜四 （略）
五 入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を
維持し、及び運用する者を募集する業務その他の発電用
の電気工作物の設置を促進するための業務を行うこと。

六 （略）

（用語）
第７条（略）
２ （略）
一〜十一 （略）
十二「容量市場」とは、入札の実施により、将来の一定期
間における需要に対して必要な供給力を確実に提供する
ことを約する電気供給事業者を募集するための仕組みを
いう。

十三 「電源入札等」とは、将来の一定期間における需要
に対する供給力が不足することが明らかになった後、入
札の実施その他の方法により、発電用の電気工作物の新
増設並びに当該電気工作物の維持及び運用、既存の発電
用の電気工作物の維持及び運用、又は休止若しくは廃止
している発電用の電気工作物の再起動並びに当該電気工
作物の維持及び運用を行う者を募集するための仕組みを
いう。

定款 定款＜変更前＞ ＜変更後＞

容量市場運営業務の追加（変更・新規）：定款変更点



6理事会の議決事項の追加（変更）：定款変更点

 理事会の議決事項に容量市場に関する事項を追加。

【定款第３６条】（変更）

 オークション募集要綱、落札者の決定、オークション結果の公表、容量拠出金の額等、容量市
場に関する重要事項は理事会で議決する。

（理事会の構成・役割）
第３６条 （略）
２〜４ （略）
５ （略）
一〜六（略）
（新設）
七 電源入札等に関する事項
八 各種規程の策定及び変更に関する事項
九 系統アクセス業務に関する事項
十 職員の任免、労働条件、役職員の処分その他人事運営
に関する基本的事項

十一 会員の制裁、指導及び勧告に関する事項

十二 評議員の任免に関する事項
十三 評議員会から提出された意見に対する考え方に関す
る事項

十四 会費及び特別会費に関する事項
十五 前各号に掲げるもののほか重要な意思決定事項

（理事会の構成・役割）
第３６条 （略）
２〜４ （略）
５ （略）
一〜六（略）
七 容量市場に関する事項
八 電源入札等に関する事項
九 各種規程の策定及び変更に関する事項
十 系統アクセス業務に関する事項
十一 職員の任免、労働条件、役職員の処分その他人事運
営に関する基本的事項

十二 会員に対する制裁並びに電気供給事業者に対する指
導及び勧告に関する事項

十三 評議員の任免に関する事項
十四 評議員会から提出された意見に対する考え方に関す
る事項

十五 会費及び特別会費に関する事項
十六 前各号に掲げるもののほか重要な意思決定事項

定款 定款＜変更前＞ ＜変更後＞



7評議員会による意見提出項目の追加（変更・新規）：定款変更点

 評議員会での容量市場に関する事項の取扱いを整理。

【定款第４０条・第４３条】（変更・新規）

 容量市場の運営に関する事項については、一定の期間ごとに運営状況を確認し意見を述べて頂
く。

（評議員会の尊重義務）
第４０条 （略）
２ 第３６条第５項第１号のうち定款、予算、業務規程、決

算、事業計画及び事業報告書に関する事項並びに同項第
２号から第７号の事項は、理事会の議決に先立って、評
議員会の議決を経なければならない。

（評議員会の設置）
第４３条 （略）
２ （略）
一〜十二 （略）

３ （略）
一〜四 （略）
（新設）
五 （略）
六 （略）

（評議員会の尊重義務）
第４０条 （略）
２ 第３６条第５項第１号のうち定款、予算、業務規程、決

算、事業計画及び事業報告書に関する事項並びに同項第
２号から第６号及び第８号の事項は、理事会の議決に先
立って、評議員会の議決を経なければならない。

（評議員会の設置）
第４３条 （略）
２ （略）
一〜十二 （略）

３ （略）
一〜四 （略）
五 容量市場の運営状況に関する事項
六 （略）
七 （略）

定款 定款＜変更前＞ ＜変更後＞



8容量拠出金に関する事項の追加（変更・新規）：定款変更点

 第７章 会費 に容量拠出金を追加。

【定款第５５条の２・第５７条】（変更・新規）

 中間とりまとめでは、「定款に規定し、市場管理者である広域機関が『電源入札拠出金』と同
様の位置づけで『容量拠出金』として、会員である小売電気事業者・一般送配電事業者から費
用を徴収する」と整理された。

 また、同様に、容量拠出金の滞納者に対しては、当該会員の名称の公表や、当該会員に対する
指導または勧告若しくは制裁を行うものと整理された（なお、それでも、改善がみられない場
合は、電気事業法に基づく経済産業大臣による業務改善命令の発出等が検討される）。

出所) 「中間とりまとめ」p.71 抜粋出所) 「中間とりまとめ」p.59 抜粋

82

82
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第７章 会費

（新設）

（滞納者への対応）
第５７条 本機関は、会費、特別会費若しくは電源入札拠出
金の滞納又はその不当な減額を行った場合、理事会の議決
を経て、当該会員の名称を公表することができる。

第７章 会費等

（容量拠出金）
第５５条の２ 本機関は、一般送配電事業者又は小売電気事
業者たる会員に対し、容量市場における供給力の確保に係
る拠出金（以下「容量拠出金」という。）を求めることが
できる。

２ 本機関は、一般送配電事業者又は小売電気事業者たる会
員に対し、容量拠出金の額を算出するために必要な情報を
求めることができる。

３ 一般送配電事業者又は小売電気事業者たる会員は、前項
に基づく本機関の求めに応じ、必要な情報を提出しなけれ
ばならない。

４ 容量拠出金の額に関する事項は、容量拠出金の請求ごと
に、理事会の議決により定める。

５ 一般送配電事業者又は小売電気事業者たる会員は、第１
項に基づく本機関からの容量拠出金の請求の通知を受けて
から１か月以内に容量拠出金を納入しなければならない。

（滞納者への対応）
第５７条 本機関は、会員が、会費、特別会費、容量拠出金
若しくは電源入札拠出金の滞納又はその不当な減額を行っ
た場合、理事会の議決を経て、当該会員の名称を公表する
ことができる。

定款 定款＜変更前＞ ＜変更後＞

容量拠出金に関する事項の追加（新規）：定款変更点



10施行期日（新規）：定款変更点

 附則に施行期日を追加

【附則】（新規）

 中間取りまとめにおいて、容量市場は２０２０年度中に取引が開始されると整理されたことか
ら、容量市場のルールは、経済産業大臣の認可を受けた後、遅くとも２０２０年度中に施行す
る。

（新設） 附則（ 年 月 日）

（施行期日）
第１条 この定款は、経済産業大臣の認可を受けた日から施
行する。

２ 前項にかかわらず、第５条、第７条、第３６条、第４０
条、第４３条、第５５条の２、第５７条の規定は、２０１
９年７月１日から２０２１年３月３１日の範囲内において
本機関の理事会の議決により定める日（ただし、経済産業
大臣の認可を受けた日以降の日に限る。）から施行する。

定款 定款＜変更前＞ ＜変更後＞



11容量市場の開設（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

 広域機関が市場管理者として全国で必要な供給力を一括で確保する役割を担うこと、また、オーク
ションを実施して供給力を確実に提供できることを約する事業者を募集することを規定。

【規程第３２条の２】（新規）

 中間とりまとめにおいて、メインオークションは実需給年度の４年前、追加オークションは実
需給年度の１年前に実施する旨整理された。

 また、容量市場の在り方検討会（以下「容量市場検討会」）において、追加オークションでは、
メインオークションで確保した供給力や需要想定の変動等を踏まえ、不足した分の追加調達だ
けではなく、必要に応じて、売り（余剰の調達分をリリースする）オークションを実施するこ
ともあると整理された。

 沖縄エリアと離島については系統が他供給区域と連系されていないことや、卸電力取引市場が
存在しない等の特殊性に留意し、容量市場の対象外とされた。

メインオークション

追加オークション

調達オークション

リリースオークション

容量市場

４年前に実施

１年前に実施 系統が連系され
ていない
沖縄・離島

対象外エリア

容量オークション

特別オークション

（第３２条の４２で規定）



12

第５章 容量市場及び電源入札等

第１節 容量市場

第１款 容量市場の開設

（容量オークション）
第３２条の２ 本機関は、法第２８条の４０第５号に基づき、容量市場において、沖縄地域及びその他地域の離島を除く全国、
並びに供給区域ごとの需要に対して、必要となる供給力（以下「必要供給力」という。）を確実に維持し提供することを約する
電気供給事業者（以下「容量提供事業者」という。）を募集するため、次の各号に掲げる入札（以下総称して「容量オークショ
ン」という。）を実施する。
一 メインオークション 必要供給力の全量を調達するため、実際に供給力を提供する年度（以下「実需給年度」という。）の

４年前に実施する入札
二 追加オークション メインオークション実施後の想定需要又はメインオークションで調達した供給力の増減等を考慮し、本

機関が必要と判断した場合に、実需給年度の１年前に実施する次のア又はイのいずれかの入札
ア 調達オークション 追加オークションのうちメインオークションで調達した供給力に不足が認められた場合に、追加で

容量提供事業者を募集する入札
イ リリースオークション 追加オークションのうちメインオークションで調達した供給力に余剰が認められた場合に、本

機関との間で締結した容量確保契約（第３２条の１２第１号オにて定義する。）に定められた容量を売却する容量提供
事業者（以下「容量リリース事業者」という。）を募集する入札

【業務規程】

容量市場の開設（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点



13【規程第３２条の２】
（参考）オークションの立てつけ

出所) 「中間とりまとめ」p.66抜粋

メインオークションと追加オークション

出所) 「第15回 容量市場の在り方等に関する検討会」資料4 抜粋



14容量市場システム及びマニュアル（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

 容量市場を円滑に運営するための必要な機能を備えた、容量市場システムの導入及びその利用に関
する条文を追加。

【規程第３２条の３、指針第１５条の２】（新規）

 広域機関が業務及びシステムのマニュアルを作成し、また事業者はそれらを遵守しなければならな
い旨を条文として追加。なお、広域機関が作成したマニュアルは、会員その他電気供給事業者の事
業活動に重要な影響を及ぼす内容である場合、意見募集を行う。

【規程第３２条の４〜５、指針第１５条の３】（新規）

容量市場
システム

事業者 広域機関

各種登録※申込

応札

契約確認

資料提出

情報確認

各種登録※受付

約定

契約締結

資料受領

情報発信

容量市場に係わる
業務・情報の連携

※事業者情報、電源等情報、期待容量、差替先電源等情報

業務
マニュアル

システム
マニュアル
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（容量市場システムの導入）
第３２条の３ 本機関は、容量オークション又は特別オークション（第３２条の４２第１項にて定義する。）への参加を希望す
る会員その他電気供給事業者の情報を適切に把握し、円滑な市場運営を行うための必要な機能を備えた情報処理システム（以下
「容量市場システム」という。）を導入する。
２ 本機関は、容量市場システムの利用状況を監視し、会員その他電気供給事業者が適切に容量市場システムを利用しているか
否かを確認する。

３ 本機関は、容量市場システムの改修又は機能の追加に関して、随時、会員その他電気供給事業者から意見を受け付け、必要
に応じて、その実施について検討する。

４ 本機関は、容量市場システムの改修又は機能の追加について検討を行う場合には、会員その他電気供給事業者の意見を聴取
するものとする。

５ 容量市場システムを通じて行うことのできる業務その他容量市場システムの利用に関する事項は、送配電等業務指針におい
て定める。

（容量市場システムの利用の支援）
第３２条の４ 本機関は、容量市場システムの利用等に関するマニュアル（以下「容量市場システムマニュアル」という。）の
作成及び提供、容量市場システムに関する会員その他電気供給事業者からの問合せの受付及び回答その他会員その他電気供給
事業者の容量市場システムの利用を支援するための業務を行う。

（容量市場業務マニュアルの策定）
第３２条の５ 本機関は、容量市場に関連する手続、提出資料その他容量市場を円滑に運営するために必要となる事項を定めた
マニュアル（以下「容量市場業務マニュアル」という。）を策定し、本機関のウェブサイトへの掲載等の方法によって公表す
る。

２ 本機関は、容量市場業務マニュアルの策定又は変更に当たり、会員その他の電気供給事業者の事業活動に重大な影響を及ぼ
す場合、第６条第１項の規定を準用する。

容量市場システム及びマニュアル（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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（容量市場システムの利用）
第１５条の２ 容量市場システムを通じて行うことができる業務は、容量市場に関連する次の各号に掲げる業務とする。
一 事業者情報の登録、変更、取消
二 電源等情報の登録、変更、取消
三 期待容量の登録、変更、取消
四 容量オークションへの応札情報の登録、変更、取消
五 本機関との間で締結した容量確保契約に関連する情報の確認及び資料の提出
六 差替先電源等情報の登録、変更、取消
七 本機関から通知、公表される容量市場に関連する情報の確認
八 その他容量市場に関連する業務

（マニュアルの遵守等）
第１５条の３ 市場参加資格事業者は、本機関が業務規程第３２条の４に基づき作成する容量市場システムマニュアル及び業務
規程第３２条の５に基づき策定する容量市場業務マニュアルを遵守しなければならない。

容量市場システム及びマニュアル（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【送配電等業務指針】



17事前登録手続き（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

 容量市場で開催される容量オークションへの参加条件に関する条文を追加。

【指針第１５条の４】 （新規）

オークションの種類 対象エリア 頻度 実需給年度
からの起算

参加条件※ 例

メインオークション 全国
（沖縄・離
島を除く）

毎年開催 ４年前 安定電源 従来型電源（水力、火力、原子
力）

再エネ（安定：バイオマス等）

変動電源 L5算定の電源（水力、再エネ）

発動指令電源 出力が不安定な自家発電
ネガワット
小規模電源(1,000kW未満)

追加
オーク
ション

調達
（買い）

必要に応じて
（メインオーク
ションで調達した
供給力の増減、想
定需要の変動及び
必要供給力・予備
力の水準の変化等
を考慮して判断）

１年前 メインオークションで
落選した電源

安定電源・変動電源・発動指令
電源

発動指令電源及び安定
電源のうち自家発電の
出力増加分

実効性テストや最新の供給計画
で契約以上の供給力を提供でき
ることが分かった電源等

やむを得ない理由でメ
インオークションに参
加できなかった電源等

４年前には供給力の提供の目途
がたたなかった新設電源や発動
指令電源

リリース
（売り）

メインオークションの
容量提供事業者

-

特別オークション 業務規程第３２条の４２に実施条件を規定
※実需給年度においてFITや電源入札等など他制度から補填金を得ている電源、供給エリア
の供給力として計上できない電源は参加不可



18

（容量オークションの参加の条件）
第１５条の４ 業務規程第３２条の２第１項第１号に基づき本機関が実施するメインオークションへの参加の条件は、次の各号
のいずれかに掲げるとおりとする（ただし、実需給年度において電源入札等その他制度から補填金等を得ている電源及び供給
区域の供給力に計上できない電源は除く。）。
一 次のアからエのいずれかに該当する電源により、期待容量が１,０００キロワット以上の安定的な供給力を提供する事業者
又はその取次を業として行う事業者（以下「安定電源提供者」という。）であること。
ア 水力電源（ただし、安定的に供給力を提供できるものに限る。）
イ 火力電源
ウ 原子力電源
エ 再生可能エネルギー電源（ただし、安定的に供給力を提供できるものに限る。）
二 次のア又はイのいずれかに該当する電源により、期待容量が１,０００キロワット以上の供給力を提供する事業者又はその
取次を業として行う事業者（以下「変動電源提供者」という。）であること。
ア 水力電源（ただし、安定的に供給力を提供できるものは除く。）
イ 再生可能エネルギー電源（ただし、安定的に供給力を提供できるものは除く。）
三 次のアからウのいずれかに該当する電源又は特定抑制依頼（電気事業法施行規則第１条第２項第８号に定める。）等により
、期待容量が１,０００キロワット以上の供給力（ただし、複数の電源等を組み合わせて供給力を提供する場合は同一供給区
域に属しているものに限る。）を提供する事業者（以下「発動指令電源提供者」という。）であること。
ア 安定的に電気を供給することが困難な発電用の自家用電気工作物等
イ 需要に対する特定抑制依頼
ウ 期待容量が１,０００キロワット未満の発電設備等

〜次ページに続く〜

事前登録手続き（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【送配電等業務指針】



19

〜前ページからの続き〜

２ 業務規程第３２条の２第２号に基づき本機関が実施する追加オークションへの参加の条件は、次の各号のいずれかに掲げる
とおりとする（ただし、実需給年度において電源入札等その他制度から補填金等を得ている電源及び供給区域の供給力に計上で
きない電源は除く。）。
一 業務規程第３２条の２第２号アに基づき調達オークションを実施する場合 次のアからウに掲げる事業者であって、同アか
らウに記載する条件を満たしていること。
ア 前項第１号から第３号のいずれかに該当する事業者 調達オークションの実需給年度を対象とするメインオークションに
応札し、落札できなかったこと、又は、新設等やむを得ない事由により当該調達オークションの実需給年度を対象とするメ
インオークションに参加できなかったこと（ただし、前項第３号に該当する事業者は実効容量を確定している者に限る。）
。
イ 発電用の自家用電気工作物の供給力を提供する安定電源提供者 本機関との間で調達オークションの実需給年度を対象と
する容量確保契約を締結しており、当該容量確保契約の締結時点から発電販売計画の見通しが明確になったこと等によって
、当該容量確保契約の容量確保契約容量を超過する供給力を提供できるようになったこと。
ウ 発動指令電源提供者 本機関との間で調達オークションの実需給年度を対象とする容量確保契約を締結しており、実効容
量が容量確保契約容量を超過したこと。

二 業務規程第３２条の２第２号イに基づきリリースオークションを実施する場合 前項第１号から第３号のいずれかに該当す
る事業者が当該リリースオークションの実需給年度を対象とするメインオークションで落札し、容量提供事業者になっている
こと（ただし、前項第３号に該当する事業者は実効容量を確定している者に限る。）。

事前登録手続き（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【送配電等業務指針】



20【指針第１５条の４】
（参考）参加条件の整理

メインオークションの参加条件

自家発等の扱い

出所) 「中間とりまとめ」p.78抜粋

追加オークションにおけるアグリゲートリソース・DRの扱い

出所) 「第14回 容量市場の在り方等に関する検討会」資料4 抜粋

追加オークションの参加条件

出所) 「第15回 容量市場の在り方等に関する検討会」資料4 抜粋



21事前登録手続き（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

 容量市場システムへの事前登録手続きに関する条文を追加。

【規程第３２条の６～１１、指針第１５条の５〜６】 （新規）

 容量市場の参加条件を満たす事業者がオークションへ参加を希望する場合、事業者情報と電源
等情報を事前に登録しておく必要がある（中間とりまとめにおいて、入札単位は電源単位、ま
たはアグリゲートした供給力の単位とすると整理されている）。

 これらの登録手続きは、登録した情報に変更が無ければ最初の１回だけ行う。

事前登録プロセス

STEP1

事業者情報の登録 電源等情報の登録

STEP2

市場参加資格事業者

広域機関

申込
通知

（容量市場システム
ログインID等）

申込
（電源単位）

情報提供依頼

証明書

審査※ 審査※

※申込・変更は随時受け付けるが、オークションの応札受付期間中は審査をしない

一般送配電事業者

情報提供

証明書発行
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（事業者情報の登録申込みの受付）
第３２条の６ 本機関は、送配電等業務指針に定めるところにより、容量オークションの参加の条件を満たす会員その他電気供
給事業者（以下「市場参加資格事業者」という。）から、事業者の名称、所在地その他容量市場システムの利用に必要な情報
（以下「事業者情報」という。）の登録申込みを受け付ける。

２ 本機関は、事業者情報の登録に必要な申込書類の様式を作成し、本機関のウェブサイトへの掲載等の方法により公表する。

（事業者情報の登録申込みの審査及び登録完了の通知）
第３２条の７ 本機関は、事業者情報の登録申込みを受け付けた場合は、その内容の妥当性について審査を行う。ただし、容量
オークションの応札の受付期間中である場合には、受付期間終了後に当該審査を行う。

２ 本機関は、前項に基づき審査を行った結果、受け付けた登録申込みの内容が適切と認められた場合は、容量市場システムへ
登録するとともに、登録が完了した旨及び容量市場システムへのログインに必要な情報を市場参加資格事業者へ通知する。

３ 本機関は、第１項に基づき審査を行った結果、受け付けた登録申込みの内容が不適切と認められた場合は、その理由を市場
参加資格事業者に通知し、容量市場システムへの登録は行わない。本機関は、市場参加資格事業者から事業者情報の登録の再
申込みを受けたときは、再度、第１項に準じ審査を行う。

〜次ページに続く〜

事前登録手続き（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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〜前ページからの続き〜

（電源等情報の登録申込みの受付）
第３２条の８ 本機関は、送配電等業務指針に定めるところにより、事業者情報の登録を完了した市場参加資格事業者から、市
場参加資格事業者が応札対象とする発電設備等の名称、供給区域その他必要な情報（以下「電源等情報」という。）の登録申
込みを受け付ける。

（電源等情報の審査及び証明書の発行）
第３２条の９ 本機関は、電源等情報の登録申込みを受け付けた場合は、その内容の妥当性について審査を行う。ただし、容量
オークションの応札の受付期間中である場合には、受付期間終了後に当該審査を行う。

２ 本機関は、国、一般送配電事業者たる会員その他の関係者に対し、必要に応じて、前項の審査に必要な情報の提供を求める
。

３ 本機関は、第１項に基づき審査を行った結果、受け付けた電源等情報の内容が適切と認められた場合は、容量市場システム
へ登録するとともに、電源等情報が登録された旨を証明する電源等情報の登録証明書（以下「電源等情報登録証明書」という
。）を当該市場参加資格事業者へ発行する。

４ 本機関は、第１項に基づき審査を行った結果、受け付けた電源等情報の内容が不適切と認められた場合は、その理由を市場
参加資格事業者に通知し、容量市場システムへの登録は行わない。本機関は、市場参加資格事業者から電源等情報の登録の再
申込みを受けたときは、再度、第１項に準じ審査を行う。

〜次ページに続く〜

事前登録手続き（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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〜前ページからの続き〜

（市場参加資格事業者の基本情報の変更又は取消の申込みの受付）
第３２条の１０ 本機関は、市場参加資格事業者から、容量市場システムに登録された事業者情報又は電源等情報（以下総称し
て「市場参加資格事業者の基本情報」という。）の変更又は取消の申込みを受け付ける。

（市場参加資格事業者の基本情報の変更又は取消の審査及び変更又は取消完了の通知）
第３２条の１１ 本機関は、市場参加資格事業者の基本情報の変更又は取消の申込みを受け付けた場合は、その内容の妥当性に
ついて審査を行う。ただし、容量オークションの応札の受付期間中である場合には、受付期間終了後に当該審査を行う。

２ 本機関は、国、一般送配電事業者たる会員その他の関係者に対し、必要に応じて、前項の審査に必要な情報の提供を求める
。

３ 本機関は、第１項に基づき審査を行った結果、受け付けた市場参加資格事業者の基本情報の変更又は取消の内容が適切と認
められた場合は、必要な変更又は取消の手続きを行う。

４ 本機関は、第１項に基づき審査を行った結果、市場参加資格事業者の基本情報の変更又は取消の申込みが不適切と認められ
た場合は、その理由を当該市場参加資格事業者に通知し、容量市場システムへの登録は行わない。本機関は、市場参加資格事
業者から市場参加資格事業者の基本情報の変更又は取消の再申込みを受けたときは、再度、第１項に準じ審査を行う。

事前登録手続き（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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（市場参加資格事業者の基本情報の登録申込み）
第１５条の５ 市場参加資格事業者は、本機関による容量オークションの募集への応札を希望する場合は、事前に、次の各号に
掲げる市場参加資格事業者の基本情報の登録申込みを行わなければならない。
一 事業者情報の登録
二 電源等情報の登録

２ 一般送配電事業者は、本機関から電源等情報の登録申込みに関する審査に必要な情報の提供を求められた場合は、当該情報
の提供に応じなければならない。

（市場参加資格事業者の基本情報の変更又は取消の申込み）
第１５条の６ 市場参加資格事業者は、容量市場システムに登録した市場参加資格事業者の基本情報の内容に変更が生じ、又は
基本情報を取り消す場合には、本機関へ速やかに変更又は取消の申込みを行わなければならない。

２ 一般送配電事業者は、本機関から電源等情報の変更又は取消の手続きに関する審査に必要な情報の提供を求められた場合は
、当該情報の提供に応じなければならない。

事前登録手続き（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【送配電等業務指針】



26【規程第３２条の６〜１１、指針第１５条の５〜６】
（参考）事前登録プロセス

事前登録プロセス 入札単位

出所) 「中間とりまとめ」p.70抜粋



27メインオークション（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

 メインオークションの実施に係る具体的な内容に関する条文を追加。

【規程第３２条の１２～第３２条の２０、指針第１５条の７〜８】（新規）

 広域機関は、メインオークションの実施に先立ち、スケジュール・応札条件・応札方法・容量
確保契約の様式などの内容を記載した募集要綱を策定し、公表する。

 中間とりまとめで示された通り、広域機関は需要曲線の原案を作成後、国が関連する審議会等
へ提出し、その意見を踏まえて決定し、公表する。

 オークションへの応札を希望する事業者（事前登録を完了している前提）は、募集要綱で指定
された受付期間において、期待容量（供給計画値等に基づくもの）の登録を行う。

 期待容量の登録を完了した事業者は、募集要綱で指定された受付期間において、本機関へ応札
価格と応札容量を提出する。

 広域機関は、需要曲線と事業者からの応札容量・応札価格に基づき、落札者を決定し、当該落
札者（容量提供事業者）と容量確保契約を締結する。

 広域機関は、約定結果や契約締結結果を通知・公表し、契約締結状況の一部内容を必要に応じ
て開示する。

期待容量
登録

応札

契約締結

広域機関

事業者

募集要綱
策定・公表

需要曲線
策定・公表

約定
締結結果
通知・公表
（開示）

約定結果
通知・公表

期待容量
受付・審査※ 応札受付

メインオークションの実施の手順

資格証明書
発行

※会員に審査に必要な情報の提供を求める
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（メインオークション募集要綱の策定及び公表）
第３２条の１２ 本機関は、メインオークションの実施に先立ち、次の各号に掲げる事項を定めた募集要綱（以下「メインオー
クション募集要綱」という。）を策定し、事業者情報の登録を完了している市場参加資格事業者に通知するとともに、本機関
のウェブサイトへの掲載等の方法によって公表する。
一 募集スケジュール
ア メインオークションで募集する供給力（以下「メインオークション目標量」という。）と価格の関係を示した曲線（以
下「メインオークション需要曲線」という。）の予定公表期日

イ 電源等情報として登録した設備容量のうち、実需給年度において供給区域の供給力として期待できる容量（以下「期待
容量」という。）の登録申込みの受付期間

ウ 応札の受付期間
エ 約定結果の予定公表期日
オ 落札後、本機関と締結する落札結果を内容とする契約（以下「容量確保契約」という。）の締結のための手続期間
カ 容量確保契約の締結結果の予定公表期日

二 対象とする実需給年度の期間
三 メインオークションの参加条件
四 期待容量の登録内容
五 メインオークションの方式
ア 入札形式
イ 約定方法

六 本機関が容量確保契約の締結後に容量提供事業者に対して求める要件（以下「リクワイアメント」という。）
七 本機関が容量提供事業者のリクワイアメントの達成有無を確認する方法（以下「アセスメント」という。）
八 交付条件
九 本機関が第３２条の４１に基づき科す違約金及び容量市場への参加規制等（以下総称して「ペナルティ」という。）の内
容

十 容量確保契約の様式
十一 その他メインオークションの実施に関連する事項

〜次ページに続く〜

メインオークション（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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〜前ページからの続き〜

（メインオークション需要曲線の策定及び公表）
第３２条の１３ 本機関は、メインオークション需要曲線の原案を策定する。
２ 本機関は、前項で策定した原案を国が関連する審議会等（以下「国の関連審議会等」という。）に提出し、その意見を求め
る。

３ 本機関は、前項の国の関連審議会等からの意見を踏まえ、メインオークション需要曲線を決定する。
４ 本機関は、メインオークション募集要綱に定める予定公表期日において、前項で決定したメインオークション需要曲線を本
機関のウェブサイトへの掲載等の方法によって公表する。

（期待容量の登録申込みの受付）
第３２条の１４ 本機関は、送配電等業務指針に定めるところにより、メインオークション募集要綱に定める期待容量の登録申
込みの受付期間において、電源等情報登録証明書を保有している市場参加資格事業者から期待容量の登録申込みを受け付ける
。

〜次ページに続く〜

メインオークション（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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〜前ページからの続き〜

（期待容量の審査及び証明書の発行）
第３２条の１５ 本機関は、前条において期待容量の登録申込みを受け付けた場合は、市場参加資格事業者の基本情報に加え、
第３２条の４１に基づくペナルティの有無及びその他関連情報を勘案し、その内容の妥当性について審査する。

２ 本機関は、会員に対し、必要に応じて、前項の審査に必要な情報の提供を求める。
３ 本機関は、第１項に基づき審査を行った結果、受け付けた期待容量が適切と認められた場合は、当該期待容量を容量市場シ
ステムへ登録し、市場参加資格事業者に対して登録が完了した旨を通知する。

４ 本機関は、第１項に基づき審査を行った結果、受け付けた期待容量が不適切と認められた場合は、その理由を当該市場参加
資格事業者に通知し、容量市場システムへの登録は行わない。本機関は、市場参加資格事業者から期待容量の登録の再申込み
を受けたときは、再度、第１項に準じ審査を行う。

５ 本機関は、期待容量の登録申込みの受付期間中に限り、第２項で期待容量の登録を完了した市場参加資格事業者から、変更
又は取消の申込みを受け付ける。その場合において、本機関は、再度、第１項に準じ審査を行う。

６ 本機関は、期待容量の登録申込みの受付期間が終了した後、容量市場システムへ期待容量の登録が完了した市場参加資格事
業者に対して、メインオークションの参加に必要な資格証明書（以下「メインオークション参加資格証明書」という。）を当
該市場参加資格事業者へ発行する。

〜次ページに続く〜

メインオークション（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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〜前ページからの続き〜

（応札の受付、変更、取消）
第３２条の１６ 本機関は、送配電等業務指針に定めるところにより、メインオークション募集要綱に定める応札の受付期間に
おいて、メインオークション参加資格証明書を保有する市場参加資格事業者（以下「メインオークション参加資格事業者」と
いう。）から応札を受け付ける。

２ 前項の受付の際に、本機関がメインオークション参加資格事業者に提出を求める情報（以下「応札情報」という。）は、応
札価格及び応札容量とする。ただし、応札容量は本機関が発行したメインオークション参加資格証明書に記載された容量を超
えないものとする。

３ 本機関は、第１項の応札の受付期間中に限り、メインオークション参加資格事業者から応札情報の変更又は取消を受け付け
る。

４ 本機関は、第１項の応札の受付期間の開始前に、国に対し、ＦＩＴ電源に関する情報の提供を求めることができる。

（容量提供事業者の決定）
第３２条の１７ 本機関は、前条の応札の受付期間の終了後、メインオークション募集要綱に基づき、容量提供事業者を決定す
る。

（メインオークションの約定結果の公表）
第３２条の１８ 本機関は、メインオークション募集要綱に基づき、次の各号に掲げる事項を本機関のウェブサイトへの掲載等
の方法によって公表する。
一 約定総容量
二 約定価格
三 約定総額
四 その他公表すべき事項

〜次ページに続く〜

メインオークション（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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〜前ページからの続き〜

（容量確保契約の締結、変更及び解約）
第３２条の１９ 本機関は、前条に基づき公表したメインオークションの約定結果にしたがって、メインオークション募集要綱
に基づき、容量提供事業者との間で、次の各号に掲げる事項を内容とする容量確保契約を締結する。
一 容量提供事業者が実需給年度に提供しなければならない供給力（以下「容量確保契約容量」という。）
二 容量提供事業者へ交付する予定の金額（以下「容量確保契約金額」という。）
三 実需給年度
四 リクワイアメント
五 アセスメント
六 交付条件
七 ペナルティ
八 容量確保契約の変更又は解約の条件
九 その他容量確保契約に規定すべき事項

２ 本機関は、前項の容量確保契約の締結に当たっては、メインオークション募集要綱に定める様式を使用する。
３ 本機関は、第１項第８号の容量確保契約の変更又は解約の条件を満たすと認めた場合は、容量確保契約の変更又は解約を行
う。

〜次ページに続く〜

メインオークション（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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〜前ページからの続き〜

（容量確保契約の締結結果の公表等）
第３２条の２０ 本機関は、メインオークション募集要綱に基づき、次の各号に掲げる事項を本機関のウェブサイトへの掲載等
の方法によって公表する。
一 容量確保契約の締結によって確定した約定総容量
二 約定価格
三 容量確保契約の締結によって確定した約定総額
四 その他公表すべき事項

２ 本機関は、会員その他電気供給事業者から、応札したメインオークション参加資格事業者の名称及び発電設備等又は電源等
リスト（第３２条の２４第１項にて定義する。）ごとの容量確保契約の締結状況に関する情報の開示を求められた場合、その
利用目的等の審査を実施した上で開示する（ただし、個別の発電設備等又は電源等リストを特定できる情報は除く）。

３ 本機関は、一般送配電事業者たる会員に対して、関係する供給区域の容量提供事業者の名称及び容量確保契約容量等の情報
（以下「容量提供事業者情報」という。）を提供する。

４ 本機関は、前条第３項に基づき、容量提供事業者との間で容量確保契約を変更又は解約した場合、前各項に準じて、容量確
保契約を変更又は解約後の情報公表、情報開示及び一般送配電事業者たる会員への情報提供を行う。

メインオークション（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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（メインオークションにおける容量提供事業者の募集の手順）
第１５条の７ メインオークションにおける容量提供事業者の募集の手順は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 メインオークション募集要綱の策定及び公表 本機関は、業務規程第３２条の１２に基づき、メインオークション募集要
綱を策定し、公表する。

二 メインオークション需要曲線の策定及び公表 本機関は、業務規程第３２条の１３に基づき、メインオークション需要曲
線を策定し、公表する。

三 期待容量の登録 メインオークションへの応札を希望する市場参加資格事業者は、メインオークション募集要綱に定める
期待容量の登録申込みの受付期間において、期待容量の登録を行う。なお、期待容量の登録後、期待容量の受付期間中に限
り、期待容量の変更又は取消の申込みを行うことができる。

四 応札 メインオークション参加資格事業者は、メインオークション募集要綱に定める応札の受付期間において、応札情報
を提出する。なお、応札情報の提出後、応札の受付期間中に限り、応札情報の変更又は取消を行うことができる。

（期待容量の審査の協力）
第１５条の８ 会員は、本機関から期待容量の登録申込みに関する審査に必要な情報の提供を求められた場合は、当該情報の提
供に応じなければならない。

メインオークション（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【送配電等業務指針】



35【規程第３２条の１３】
（参考）需要曲線策定プロセス

出所) 「中間とりまとめ」p.69抜粋

需要曲線策定プロセス



36【規程第３２条の１４〜１５】
（参考）期待容量の登録と定義

設
備
容
量

期
待
容
量

電源等情報を登録
した時の値

= 供給計画計上ガイドライン
に基づき算出された値

広域機関の審
査後、問題な
ければ応札者
はこの範囲で
応札できる※イコール

ではない

実需給年度において
供給区域の供給力と
して期待できる容量

※広域機関は、応札上限容量を記
した参加資格証明書を発行する

期待容量の定義

出所) 「中間とりまとめ」p.75抜粋

期待容量の登録



37【規程第３２条の１６〜１７、第３２条の１９】
（参考）応札、落札者との容量確保契約の締結

事業者は期待容量を登録し
た電源等単位で応札

本機関は容量市場システム
で約定処理※

本機関は落札した事業者と
容量確保契約を締結

容量市場
システム

安定又は変動電源提供者

発動指令電源提供者

応札 【受付・約定処理】

契約

契約

a電源

b電源

c電源

aリスト

bリスト

a電源

b電源

c電源

aリスト

bリスト

応札

応札

落札

落札

落選

応札

応札

落選

落札

価格・
容量

※電源登録時に審査はしているが、ここでもFIT電源が含まれていないか国に照会する



38【規程第３２条の１８、第３２条の２０】
（参考）約定結果の公表、容量確保契約の締結結果の公表・開示

 約定総容量

 約定価格

 約定総額

 その他公表すべき事項

約定結果の公表項目

 契約で確保できた約定総容量

 約定価格

 契約で確定した約定総額

 その他公表すべき事項

公表

契約締結結果

 応札したメインオークション参
加資格事業者の名称

 発電設備等又は電源等リストご
との容量確保契約の締結状況に
関する情報（ただし、個別の発
電設備等又は電源等リストを特
定できる情報は除く）

開示公表

出所) 「第1８回 容量市場の在り方等に関する検討会」資料3 抜粋

契約締結結果の情報開示



39追加オークション（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

 追加オークションの具体的な内容に関する条文を追加。

【規程第３２条の２１～２３、指針第１５条の９〜１０】（新規）

 広域機関は、メインオークションで確保した供給力の増減や需要想定の変化等を考慮し、実需
給年度の１年前に追加オークションを実施するか否かの判断を行う。

 追加オークションでは、確保した供給力の過不足に応じて、追加で供給力を調達するオーク
ションと余剰分をリリースするオークションのいずれかが実施される（過不足が無い場合、追
加オークションは開催されない）。

 追加オークションの実施手順は基本的にメインオークションに準じる。ただし、以下の点が異
なる；

 需要（供給）曲線は、募集要綱の公表前の追加オークションの実施判断時に作成・公表される。

 期待容量は基本的にメインオークション時に登録した数値を使うので変更不可であるが、直前になら
ないと供給力が確定しないアグリゲートリソース（DR・小規模電源等）や自家発、追加オークショ
ンの調達オークションから参加を希望する新設電源等は、メインオークション後から随時、登録を受
け付ける。

 なお、リリースオークションの場合は、既にメインオークションで落札して広域機関と容量確保契約
を締結した事業者が参加資格者となるため、期待容量の登録は不要となる（容量確保契約を締結して
いる事業者全員に、リリースオークション参加資格証明書が発行される）。
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（追加オークションの実施判断）
第３２条の２１ 本機関は、次の各号に掲げる事項を考慮の上、次年度の必要供給力にかかる追加オークションの実施の要否を
判断する。ただし、本機関は、当該判断に先立ち、メインオークションの容量提供事業者に対し、容量確保契約の変更又は解
約を申し出るかどうかを確認するものとする。
一 メインオークションの容量提供事業者による容量確保契約の変更又は解約に伴い減少したメインオークションの約定総容
量

二 メインオークションの実需給年度における供給区域需要の想定の増減又は予備力及び調整力の適切な水準の変更等に基づ
き見直した必要供給力

２ 本機関は、前項に基づき、追加オークションを実施する必要があると判断した場合、調達オークション又はリリースオーク
ションのいずれかを実施する。

３ 本機関は、前項に基づき、追加オークションを実施する場合、調達オークションで募集する供給力と価格の関係を示した曲
線（以下「調達オークション需要曲線」という。）又はリリースオークションで募集する供給力と価格との関係を示した曲線
（以下「リリースオークション供給曲線」という。）の原案を策定する。

４ 本機関は、前項で策定した原案を国の関連審議会等に提出し、その意見を求める。
５ 本機関は、前項の国の関連審議会等からの意見を踏まえ、調達オークション需要曲線又はリリースオークション供給曲線を
決定する。

６ 本機関は、前項で決定した調達オークション需要曲線又はリリースオークション供給曲線と併せて追加オークションを実施
する旨を本機関のウェブサイトへの掲載等の方法によって公表する。

（調達オークション実施の場合のメインオークションに関する規定の準用）
第３２条の２２ 第３２条の１２及び第３２条の１４から第３２条の２０の規定は、調達オークションを実施する場合に準用す
る（ただし、第３２条の１２第１号アに掲げる事項は除く）。この場合において、「メインオークション」とあるのは、「調
達オークション」と読み替える。

２ 本機関は、第３２条の１５第６項に基づくメインオークション参加資格証明書の発行後、調達オークションの募集要綱の策
定・公表に先立ち、調達オークションへの参加を希望する市場参加資格事業者からの期待容量の登録申込みの受付を開始する
。

〜次ページに続く〜

追加オークション（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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〜前ページからの続き〜

（リリースオークション実施の場合のメインオークションに関する規定の準用）
第３２条の２３ 第３２条の１２、第３２条の１６から第３２条の２０の規定は、リリースオークションを実施する場合に準用
する（ただし、第３２条の１２第１号ア、イ、第４号、第６号、第７号、第９号及び、第３２条の１９第１項第１号、第３号
から第５号、第７号に掲げる事項は除く。）。この場合において、「メインオークション」とあるのは「リリースオークショ
ン」、「締結」とあるのは「変更」、「容量提供事業者」とあるのは「容量リリース事業者」と読み替える。

２ 本機関は、リリースオークションを実施する場合、送配電等業務指針に定めるところにより、リリースオークションの参加
の条件を満たす容量提供事業者に対し、リリースオークション参加資格証明書を発行する。

追加オークション（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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（調達オークション実施の場合のメインオークションに関する規定の準用）
第１５条の９ 前条の規定は、調達オークションの場合に準用する（ただし、第１５条の７条第２号は除く。）。この場合にお
いて、「メインオークション」とあるのは、「調達オークション」と読み替える。

２ 第１５条の４第２項第１号アに該当する事業者のうち、メインオークションに応札し、落札できなかった安定電源提供者及
び変動電源提供者は、メインオークションへの応札の際に登録した期待容量の変更を行うことができない。

（リリースオークション実施の場合のメインオークションに関する規定の準用）
第１５条の１０ 第１５条の７の規定は、リリースオークションの場合に準用する（ただし、第１５条の７第２号及び第３号は
除く。）。この場合において、「メインオークション」とあるのは、「リリースオークション」、「容量提供事業者」とある
のは「容量リリース事業者」と読み替える。

追加オークション（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【送配電等業務指針】



43【規程第３２条の２１】
（参考）追加オークション実施の目的、リリースオークションの実施

出所) 「第15回 容量市場の在り方等に関する検討会」資料4 抜粋



44容量確保契約の変更及び解約（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

 契約変更及び解約に関する条文を追加。

【規程第３２条の１９第３項、指針第１５条の１１】（新規）

 容量提供事業者との間で締結した容量確保契約に記載された変更又は解約の条件を満たす場合、
広域機関は、当該容量確保契約を変更又は解約する。

 広域機関からの申し入れの場合、容量提供事業者は当該変更又は解約に応じる義務を有する。

容量提供事業者広域機関

変更、解約申し入れ

妥当性の確認

容量提供事業者広域機関

変更、解約申し入れ

応じる義務

※1：指針第１５条の１７第１〜４号に記載されている実需給開始前のアセ
スメントの結果、容量提供事業者が条件を満たさなかった場合など

【広域機関から申し入れる場合※1】

【事業者から申し入れる場合※2】

※2：電源差替を行うなど、事業者事由によって変更・解約を行う場合
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（容量確保契約の変更又は解約に応じる義務）
第１５条の１１ 容量提供事業者は、業務規程第３２条１９第３項に基づき、本機関から容量確保契約の変更又は解約の要請を
受けた場合は、これに応じなければならない。

容量確保契約の変更及び解約（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【送配電等業務指針】



46実効性テスト（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

 実効性テストに係る具体的な内容に関する条文を追加。

【規程第３２条の２４〜３２、指針第１５条の１２～１６】（新規）

 広域機関は、実需給年度の２年前の実効性テストの実施に先立ち、以下のいずれかに該当する
発動指令電源提供者（供給力確認対象事業者）から電源等リストの登録の申込みを受け付ける。

 メインオークションの容量確保契約を締結している者

 追加オークションの調達オークションへの参加を希望する者

 広域機関は、電源等リストの審査を行い、実効性テストを行う必要がある事業者（テスト対象
事業者）を選定する。確定した電源等リストは関連するエリアの一般送配電事業者に共有する。

 実効性テストは以下の手順で実施する。

 広域機関がテスト対象事業者及び関連するエリアの一般送配電事業者に対して実効性テストの日程調
整を要請する。

 テスト対象事業者は、決定した日程を広域機関へ報告する。

 テスト対象事業者は、報告した日程で実効性テストを実施し、結果を広域機関へ提出する。

 広域機関は結果を審査し、実際に提供できた容量（実効容量）をシステムへ登録する。

電源等リスト
受付開始の通知

電源等リストの
確定及び

テスト対象選定

実施日程の
確定

テスト実施による
実効容量の確定

広域機関

一般送配電事業者

発動指令電源提供者
送付

審査
結果
通知

日程調整
発動
指令

結果
送付

審査
協力
要請

審査
結果
通知

実需給年度の
約２年前に通知

発動

アクター

プロセス

日程調整
要請

リスト共有
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（電源等リストの登録申込みの受付）
第３２条の２４ 本機関は、送配電等業務指針に定めるところにより、実需給年度の２年前に供給力の実効性を確認する必要が
ある事業者（以下「供給力確認対象事業者」という。）から、供給力の根拠となる発電設備等又は需要家の情報を掲載したリ
スト（以下「電源等リスト」という。）の登録の申込みを受け付ける。

２ 本機関は、電源等リストの受付期間を供給力確認対象事業者に通知するとともに、本機関のウェブサイトへの掲載等の方法
によって公表する。

３ 本機関は、電源等リストを作成するために必要な様式を作成し、本機関のウェブサイトへの掲載等の方法によって公表する
。

（電源等リストの審査及び登録完了の通知）
第３２条の２５ 本機関は、前条第２項の電源等リストの受付期間の終了後、供給力確認対象事業者から受け付けた電源等リス
トの内容の妥当性を審査する。

２ 本機関は、国、一般送配電事業者たる会員その他の関係者に対し、必要に応じて、前項の審査に必要な情報の提供を求める
。

３ 本機関は、第１項に基づき審査を行った結果、受け付けた電源等リストの内容が適切と認められた場合は、容量市場システ
ムへ登録するとともに、電源等リストの登録が完了した旨を供給力確認対象事業者へ通知する。

４ 本機関は、第１項に基づき審査を行った結果、受け付けた電源等リストの内容が不適切と認められた場合は、その理由を供
給力確認対象事業者に通知し、容量市場システムへの登録は行わない。本機関は、供給力確認対象事業者から電源等リストの
登録の再申込みを受けたときは、再度、第１項に準じ審査を行う。

５ 本機関は、送配電等業務指針に定めるところにより、供給力確認対象事業者から電源等リストの変更又は取消の申込みを受
け付ける。その場合において、本機関は、再度、第１項に準じ審査を行う。ただし、送配電等業務指針に定める実需給年度中
における変更又は取消の申込みについては、随時審査を行う。

６ 本機関は、一般送配電事業者たる会員に対し、登録又は変更が完了した電源等リストの情報（ただし、発電所又は需要家の
名称等は除く。）を提供する。

〜次ページに続く〜

実効性テスト（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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〜前ページからの続き〜

（テスト対象事業者の選定等）
第３２条の２６ 本機関は、前条第３項において登録した電源等リストに基づき、供給力の提供の可否に関するテスト（以下「
実効性テスト」という。）の実施が必要な供給力確認対象事業者（以下「テスト対象事業者」という。）を選定する。

２ 本機関は、テスト対象事業者に選定しなかった供給力確認対象事業者については、提出された電源等リストに記載されてい
る供給力を実効容量（第３２条の２９第１項第２号に定義する。）として容量市場システムへ登録し、当該供給力確認対象事
業者へ通知する。

（実効性テストの実施日程の調整）
第３２条の２７ 本機関は、前条第１項において選定したテスト対象事業者及びテスト対象事業者の関連する供給区域の一般送
配電事業者たる会員（以下「協力一般送配電事業者」という。）に対し、実効性テストの実施日程の調整を求める。

（実効性テストの実施日程の報告の受領）
第３２条の２８ 本機関は、送配電等業務指針に定めるところにより、テスト対象事業者から、協力一般送配電事業者と調整し
た後の実効性テストの実施日程の報告を受け付ける。

２ 本機関は、実効性テストの実施日程の報告の受付期間をテスト対象事業者に通知するとともに、本機関のウェブサイトへの
掲載等の方法によって公表する。

〜次ページに続く〜

実効性テスト（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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〜前ページからの続き〜

（実効性テスト結果の提出の要請）
第３２条の２９ 本機関は、前条第１項で報告を受けた実効性テストの実施日程に基づき、テスト対象事業者に対して、次の各
号に掲げる事項を含む実効性テストの結果（以下「実効性テスト結果」という。）の提出を要請する。
一 実効性テストの実施日程
二 実際に提供できた供給力（以下「実効容量」という。）
三 その他実効性テストに関連する情報

２ 本機関は、実効性テスト結果の記録に必要な様式を作成し、本機関のウェブサイトへの掲載等の方法によって公表する。

（実効性テスト結果の受領）
第３２条の３０ 本機関は、送配電等業務指針に定めるところにより、テスト対象事業者から、実効性テスト結果の提出を受け
る。

（実効性テスト結果の審査）
第３２条の３１ 本機関は、前条において実効性テスト結果を受領した場合は、その内容の妥当性について審査を行う。
２ 本機関は、協力一般送配電事業者に対し、必要に応じて、前項の審査に必要な情報の提供を求めることができる。

（実効性テスト結果の審査結果の通知）
第３２条の３２ 本機関は、前条第１項に基づき審査を行った結果、確定した実効容量をテスト対象事業者に通知する。

〜次ページに続く〜

実効性テスト（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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（供給力確認対象事業者の条件）
第１５条の１２ 業務規程第３２条の２４第１項に定める供給力確認対象事業者の条件は、次の各号に定めるとおりとする。
一 メインオークションの落札後、本機関との間で容量確保契約を締結し、容量提供事業者となった発動指令電源提供者
二 調達オークションへの参加を希望する発動指令電源提供者

（電源等リストの登録の申込み）
第１５条の１３ 供給力確認対象事業者は、本機関が定める電源等リストの登録申込みの受付期間において、電源等リストの登
録の申込みを行わなければならない。

２ 一般送配電事業者は、本機関から電源等リストの登録申込みに関する審査に必要な情報の提供を求められた場合は、当該情
報の提供に応じなければならない。

３ 供給力確認対象事業者は、電源等リストの作成に当たっては、業務規程第３２条の２４第３項に基づき本機関が作成した様
式を使用しなければならない。

４ 一般送配電事業者は、本機関から登録又は変更された電源等リストの情報（ただし、発電所又は需要家の名称等は除く）の
提供を受ける。

（電源等リストの変更又は取消の申込み）
第１５条の１４ 供給力確認対象事業者は、次の各号に掲げる期間においてのみ、電源等リストの変更又は取消の申込みを行う
ことができる。
一 電源等リストの登録申込みの受付期間中
二 実需給年度の開始直前の本機関が別途定める一定の受付期間中
三 実需給年度中

〜次ページに続く〜

実効性テスト（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【送配電等業務指針】
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〜前ページからの続き〜

（実効性テストの手順）
第１５条の１５ 実効性テストの手順は次の各号に掲げるとおりとする。
一 実効性テストの実施日程の報告 テスト対象事業者は、本機関の要請に基づき、協力一般送配電事業者との間で実効性テ

ストの実施日程を調整し、確定した実施日程を本機関へ報告する。
二 実効性テストの実施 テスト対象事業者は、前号に基づき本機関に報告した実施日程において、実効性テストを実施する

。
三 実効性テスト結果の提出 テスト対象事業者は、実効性テストの実施後、本機関の要請に基づき、実効性テスト結果を本

機関へ提出する。
２ 前項の規定にかかわらず、テスト対象事業者は、業務規程第３２条の３３に定める条件を満たす場合、前項各号の手続を省
略することができる。

３ テスト対象事業者は、第１項第３号の実効性テスト結果を記録するにあたっては、業務規程第３２条の２９第２項に基づき
本機関が作成した様式を使用しなければならない。

（実効性テストの実施の協力）
第１５条の１６ 協力一般送配電事業者は、本機関からの要請に基づき、次の各号に掲げる、テスト対象事業者による実効性テ
ストの実施に関する事項について協力しなければならない。
一 テスト対象事業者との実効性テストの実施日程の調整
二 実効性テスト結果の確認
三 その他実効性テストの実施に関し必要な事項

実効性テスト（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【送配電等業務指針】



52【規程第３２条の２７〜３２】【指針第１５条の１５〜１６】
（参考）実効性テストについて

出所) 「中間とりまとめ」p.93 抜粋

DRに対する実効性テストの実施要請 実効性テストの実施時期

出所) 「第８回 容量市場の在り方等に関する検討会」資料３ 抜粋
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実効性テスト

実効性テスト（新規）：業務規程変更点

 実効性テストの免除に関する条文を追加。

【規程第３２条の３３、指針第１５条の１５第２項】（新規）

 テスト対象事業者は、「実効性テスト結果に代わる実績」を提出した場合、実効性テストの実
施を免除することができる

 「実効性テスト結果に代わる実績」は以下の２つの条件を満たす必要がある。

 テスト対象事業者が、実効性テストの実施年度を実需給年度とする電源Ⅰ´又は別の容量確保契約
を締結していること

 当該実績の根拠となる電源等リストに含まれている需要家及び電源が、実効性テスト実施年度に提
出された電源等リストの需要家及び電源を包含していること

発動実績による実効性テストの免除

実需給

電源等リスト
電源a
電源b
電源c

供給力
発動実績

発動指令
電源提供者A

発動指令
電源提供者A

容量確保契約

容量確保契約
締結

供給力
発動実績

条件①・②を満
たしていれば
代替可能

条件②

条
件
①

条
件
②

発動実績の根拠である電源等リ
ストの内容（需要家及び電源）
が、実効性テスト実施年（X
年）に提出された電源等リスト
の内容を包含していること

X年を実需給年度とする電源
Ⅰ´契約又は別の容量確保契約
を締結していること

X年の実効性テストを
免除できる条件

電源等リスト
電源a
電源b
電源c
電源d
電源e

一般送配電
事業者

電源Ⅰ’

条件①

Ｘ
年
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（実効性テスト結果の提出の省略）
第３２条の３３ 本機関は、テスト対象事業者が、実効性テストの実施年度を実需給年度とする供給力の提供実績を有し、当該
供給力提供実績及びその根拠となる電源等リストが容量市場業務マニュアルに定める条件を満たす場合であって、当該テスト
対象事業者が当該供給力の提供実績及び電源等リストを提出したときは、第３２条の２９第１項の実効性テストの結果の提出
を省略することができる。

２ 前項に基づき供給力の提供実績及び電源等リストの提出を受け付けた場合の審査及び審査結果の通知等の取扱いについては
、第３２条の３１及び第３２条の３２に準じる。

実効性テスト（新規）：業務規程変更点

【業務規程】



55【規程第３２条の３３ 、指針第１５条の１５第２項】
（参考）実効性テストの免除について

発動実績の提出による実効性テストの免除



56アセスメント（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

 アセスメントの具体的な対応に関する条文を追加。

【規程第３２条の３４、指針第１５条の１７】（新規）

 広域機関が容量提供事業者に対して行うアセスメントは、実需給年度開始前と実需給年度中に
区分される。

 実需給年度の開始前のアセスメントは、容量確保契約締結時に未確定であった事項を実需給が
開始される前に確認し、供給力提供の確実性を担保するために行われるものである。

 メインオークションに落札した発動指令電源提供者は、実需給開始の２年前に電源等リストの提出及
び実効性テストを以て供給力を確定しなければならないが、広域機関は、これらが適切に実行され、
容量確保契約容量を満たしているか確認する。

 安定電源提供者及び変動電源提供者は、電源等情報や期待容量の登録時にやむを得ず提出できない証
憑がある場合、実需給の開始前までに提出しなければならないが、広域機関は、これらが適切に提出
されているか確認する。

 広域機関は、容量確保契約締結後にFIT電源となった電源が無いか随時確認する。

 実需給年度中のアセスメントは、中間とりまとめの前身である中間論点整理（２次）において
基本的な方向性が示され、その後、広域機関の検討会においてリクワイアメント及びペナル
ティと合わせて、需給状況や電源の特性に応じて整理された。

 広域機関は、一般送配電事業者から提出される週間の需給及び調整力に関する計画に基づき、需給
ひっ迫のおそれの有無を確認する。

 広域機関は、需給状況及び容量提供事業者の特性に応じて、供給力の確保状況及び提供実績等を確認
し、その結果を通知する。

 容量提供事業者及び一般送配電事業者は、広域機関の求めに応じてアセスメントに必要な情報
を提出しなければならない。
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（アセスメントの実施）
第３２条の３４ 本機関は、容量確保契約の規定に基づき、容量提供事業者に対してアセスメントを実施する。
２ 本機関は、必要に応じて、前項のアセスメントの実施に必要な情報の提出を一般送配電事業者たる会員に求めることができ
る。

３ アセスメントの内容及び手順は送配電等業務指針に定める。

アセスメント（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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（アセスメント）
第１５条の１７ 本機関が業務規程第３２条の３４に基づき容量提供事業者に対して実施するアセスメントは、次の各号に掲げ
るとおりとする。
一 電源等リストの確認 第１５条の１２第１号に定める供給力確認対象事業者に対し電源等リストの提出を求め、当該電源
等リストの内容の確認を行う。

二 実効性テスト結果の確認 実需給年度開始の２年前に、テスト対象事業者に対して実行性テストの実施日程の調整の報告
を求め、当該実施日程における実効性テスト結果の確認を行う。

三 電源等情報の登録及び期待容量の登録時における未確定事項の確認 電源等情報の登録及び期待容量の登録時において、
未確定事項がある容量提供事業者に対し、実需給年度開始までに当該事項の確認を行う。

四 ＦＩＴ電源該当有無の確認 登録された電源等情報に対し、随時、ＦＩＴ電源の該当有無の確認を行う（国に対し、必要
な情報の提供を求める）。

五 需給状況と容量提供事業者の特性に応じた供給力の確保状況及び提供実績の確認 実需給年度中に容量提供事業者に対し
て、次のアからウの手順により行う。
ア 本機関は、別表８－４に掲げる一般送配電事業者から毎週木曜日に提出される供給区域の需要及び供給力並びに調整力
に関する計画（週間計画）に基づき、翌週月曜日から金曜日までの全国及び供給区域における需給ひっ迫のおそれの有無
を確認する。

イ 本機関は、容量提供事業者又は一般送配電事業者から提出されるアセスメントの実施に必要な情報に基づき、需給状況
及び容量提供事業者の特性に応じた供給力の確保状況及び提供実績等を確認する。

ウ 本機関は、イで確認したアセスメントの結果を容量提供事業者に通知する。
２ 一般送配電事業者は、本機関の要請に応じ、前項のアセスメントに必要な情報を提出しなければならない。
３ 一般送配電事業者は、本機関が行うアセスメントへ協力するため、業務規程第３２条の２０第３項に基づき、本機関から関
係する供給区域の容量提供事業者情報の提供を受ける。

アセスメント（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【送配電等業務指針】



59【規程第３２条の３４、指針第１５条の１７】
（参考）アセスメントの区分

実需給年度中実需給年度開始前のアセスメント

安定電源
提供者

変動電源
提供者

発動指令電源
提供者

○

○

-

需給状況に応じた供
給力の確保又は提供

有無の確認

電源等情報及び期待
容量の登録時の未確

定事項の確認

FIT電源の該当有無の
確認

電源等リスト提出及
び実効性テストの実
施有無と結果の確認

○

-

電源特性

○



60容量確保契約に基づく交付（新規）：業務規程変更点

 交付に関する条文を追加。

【規程第３２条の３５】（新規）

 広域機関が容量確保契約の規定に基づき、容量提供事業者又は容量リリース事業者（リリース
オークションで落札した事業者）に対して交付する金額は、容量確保契約金額を基準として、
経済的ペナルティ等の金額を差引いて交付する。

 広域機関は、小売電気事業者及び一般送配電事業者から徴収する容量拠出金をもって、交付を
行う。

容
量
確
保
契
約
の

契
約
金
額

交
付
額

控除額
 経済的ペナルティ等

交付の原資は定款に基づ
き徴収する容量拠出金

容量提供事業者に対する交付金額の考え方
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（容量確保契約に基づく交付）
第３２条の３５ 本機関は、容量確保契約の規定に基づき、容量確保契約金額を基準として、容量提供事業者又は容量リリース
事業者に対し交付すべき額を算出し、算出された金額を交付する。

２ 本機関は、定款に基づき一般送配電事業者又は小売電気事業者たる会員から徴収した容量拠出金をもって、前項の交付を行
うものとする。

容量確保契約に基づく交付（新規）：業務規程変更点

【業務規程】



62電源等差替（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

 電源等差替の具体的な対応に関する条文を追加。

【規程第３２条の３６～４０、指針第１５条の１８〜１９】（新規）

 中間とりまとめにおいて、容量市場ではペナルティを回避するための手段の一つとして、一定
の条件を満たした場合は電源の差替えを認めると整理されている。

 差替先となる電源も市場管理者である広域機関が把握する必要があることから、必ず容量市場
システム（掲示板）に登録を行う仕組みとする。

 差替先電源になれる条件は、基本的に追加オークションのうち調達オークションの参加条件と
基本的に同じである（差替えた後の電源や、調達オークションに応札したが落選した電源も差
し差替先として登録できる点が異なる）。

 容量提供事業者は、まず差替先電源等提供者と合意を得てから電源等差替の登録申込みを行う。

 なお、差替先電源等提供事業者は差替先等電源情報の登録後、必要に応じて適切に情報を変
更・取消を行わなければならない。広域機関は、必要に応じて公開を終了することができる。

※1：登録していない場合、事前に行う

差替先電源等情報
の登録

広域機関

差替先電源等提供
事業者

容量提供事業者

アクター

プロセス 応札容量上限値
の登録※1

登録申請登録申請

審査・通知 審査・公開

電源等差替
の登録

審査・通知・
契約変更登録申請

事業者間調整※2

差替申入 合意

※2：広域機関は関与しない

電源等差替のプロセス

広域機関は、以下の場合、
公開を終了する；
① 電源等差替が成立
② 掲載期限が終了
③ 情報が不正確
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（差替先電源等情報の登録申込みの受付）
第３２条の３６ 本機関は、送配電等業務指針に定めるところにより、容量提供事業者に対して供給力の差し替え（以下「電源
等差替」という。）が可能な発電設備等又は電源等リスト（以下「差替先電源等」という。）の提供を希望する市場参加資格
事業者（以下「差替先電源等提供者」という。）から、差替先電源等に関する情報（以下「差替先電源等情報」という。）の
登録申込みを受け付ける。

２ 本機関は、前項の差替先電源等提供者の差替先電源等が期待容量を登録していない場合は、第３２条の１５第６項に基づく
メインオークション参加資格証明書の発行後、差替先電源等提供者から、随時、期待容量の登録の申込みを受け付ける。この
場合において、本機関は第３２条の１５第１項から第５項に準じて審査を行う。

（差替先電源等情報の登録申込みの審査及び登録）
第３２条の３７ 本機関は、前条第１項において差替先電源等情報の登録申込みを受け付けた場合は、その内容の妥当性につい
て審査を行う。

２ 本機関は、前項に基づき審査を行った結果、受け付けた差替先電源等情報の内容が適切と認められた場合は、当該差替先電
源等情報を容量市場システムに登録し公開する。

３ 本機関は、前項に基づき審査を行った結果、受け付けた差替先電源等情報の内容が不適切と認められた場合は、その理由を
当該差替先電源等提供者に通知し、容量市場システムへの登録及び公開は行わない。本機関は、差替先電源等提供者から差替
先電源等情報の登録の再申込みを受けたときは、再度、第１項に準じて審査を行う。

（電源等差替の登録申込みの受付）
第３２条の３８ 本機関は、送配電等業務指針に定めるところにより、容量提供事業者から電源等差替の登録申込みを受け付け
る。

〜次ページに続く〜

電源等差替（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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〜前ページからの続き〜

（電源等差替の登録申込みの審査等）
第３２条の３９ 本機関は、前条において電源等差替の登録申込みを受け付けた場合は、その内容の妥当性について審査を行う
。

２ 本機関は、前項に基づき審査を行った結果、受け付けた電源等差替の登録申込みの内容が適切と認められた場合は、容量提
供事業者へ電源等差替が可能である旨を通知するとともに、第３２条の１９第３項に基づき、容量確保契約の変更を行う。

３ 本機関は、第１項に基づき審査を行った結果、受け付けた電源等差替の登録申込みの内容が不適切と認められた場合は、そ
の理由を当該容量提供事業者に通知する。本機関は、容量提供事業者から電源等差替の登録の再申込みを受けたときは、再度
、第１項に準じて審査を行う。

（差替先電源等情報の公開の終了）
第３２条の４０ 本機関は、次の各号に掲げた条件のいずれかに該当する場合は、差替先電源等情報の公開を終了する。
一 電源等差替が成立した場合
二 差替先電源等情報の登録時に設定した掲載公開期限が終了した場合
三 差替先電源等提供者が、必要に応じて、差替先電源等情報を適切に変更又は取消を行っていない場合

電源等差替（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】
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（差替先電源等情報の登録の条件）
第１５条の１８ 差替先電源等提供者が安定電源提供者又は変動電源提供者に該当する場合、差替先電源等が次の各号のいずれ
の条件にも該当する場合に限り、差替先電源等情報の登録の申込みを行うことができる。
一 第１５条の４第２項第１号ア又はイに掲げる調達オークションの参加条件を満たしていること（ただし、差替後の発電設
備等も含む）、又は、調達オークションに応札され、落札されていないこと

二 対象とする実需給年度に応じた期待容量が登録されていること
２ 差替先電源等提供者が発動制約電源提供者に該当する場合、差替先電源等が次の各号のいずれの条件にも該当する場合に限
り、差替先電源等情報の登録の申込みを行うことができる
一 第１５条の４第２項第１号ウに掲げる調達オークションの参加条件を満たしていること（ただし、差替後の電源等リスト
も含む）、又は、調達オークションに応札され、落札されていないこと

二 電源等リストの登録又は実効性テスト結果の提出により、対応する実需給年度に応じた期待容量が確定していること
３ 差替先電源等提供者は、差替先電源等情報を登録するに先立ち、期待容量の登録申込みを行わなければならない。
４ 差替先電源等提供者は、容量市場システムに登録した差替先電源等情報の変更又は取消が必要になった場合は、適切に変更
又は取消を行わなければならない。

（電源等差替）
第１５条の１９ 容量提供事業者は、次の各号のいずれの条件にも該当する場合に限り、電源等差替の登録の申込みを行うこと
ができる。
一 電源等差替の相手方が容量市場システムに登録されている差替先電源等であること
二 差替先電源等提供者との合意が得られていること

電源等差替（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【送配電等業務指針】



66【規程第３２条の３６～４０、指針第１５条の１８〜１９ 】
（参考）差替について

出所) 「中間とりまとめ」p.70抜粋 出所) 「第12回 容量市場の在り方等に関する検討会」資料3抜粋

差替えの条件差替えの許容



67ペナルティ（新規）：業務規程変更点

 ペナルティの具体的な対応に関する条文を追加。

【規程第３２条の４１】（新規）

 中間論点整理において、ペナルティは経済的ペナルティと参入ペナルティの２種類あることが
示された。

 また、容量市場検討会において、経済的ペナルティは追加オークションの開催判断によって容
量提供事業者へ返金されることもあり得ることが整理された。

 さらに、容量市場検討会において、広域機関が受領した経済的ペナルティは、毎年度、小売電
気事業者へ還元されるものと整理された（ただし、経済的ペナルティによる違約金がある場
合）。

 広域機関は、必要に応じて、ペナルティを科した事業者を公表することができる。

容量市場の
ペナルティ

経済的ペナルティ

参入ペナルティ

容量市場におけるペナルティの種類と条件

 容量確保契約を解約した場合
 容量確保契約容量を減少する契約変更を行った場合
 実需給年度において、必要な供給力を提供できなかった場合

 事業者が重大な違反行為を行った場合

ペナルティの種類 条件
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（ペナルティ）
第３２条の４１ 本機関は、定款、本規程、送配電等業務指針、オークション募集要綱、容量確保契約その他容量市場に関連す
る法令等に違反する行為を行った電気供給事業者（以下「ペナルティ対象事業者」という。）に対して、次の各号に定めるペ
ナルティを科すことができる。
一 経済的ペナルティ 本機関は、次のアからウの条件に該当するペナルティ対象事業者に対し、容量確保契約に基づき違約
金の支払いを求める。
ア 容量確保契約を解約した場合
イ 容量確保契約容量を減少する契約変更を行った場合
ウ 実需給年度において、容量確保契約に規定された条件に基づき、必要な供給力を提供できなかった場合

二 参入ペナルティ 本機関は、重大な違反行為を行ったペナルティ対象事業者に対し、有識者を含めた委員会において妥当
性を審議した上で、容量オークション及び特別オークション（第３２条の４２第１項にて定義する。）への参加の一部又は
全部を禁止する。

２ 本機関が業務規程第３２条の２１に基づき追加オークションの実施の要否の判断を行う前に、前項第１号ア又はイの条件に
より経済的ペナルティに基づく違約金の支払いを行ったペナルティ対象事業者は、次のアからウのいずれかに掲げる条件に該
当する場合において、本機関から違約金の全部又は一部の返金を受ける。
ア 追加オークションが開催されない場合
イ リリースオークションが実施される場合
ウ 調達オークションが実施されたが、メインオークションよりも経済的に必要供給力を確保できた場合

３ 本機関は、毎年度、ペナルティ対象事業者から受領した経済的ペナルティに基づく違約金を小売電気事業者たる会員へ還元
する。

４ 本機関は、ペナルティ対象事業者に対してペナルティを科した後、必要に応じて、当該ペナルティ対象事業者の名称を公表
することができる。

ペナルティ（新規）：業務規程変更点

【業務規程】



69【規程第３２条の４１】
（参考）ペナルティの方向性

ペナルティの方向性

出所) 「中間論点整理（第2次・概要）」抜粋



70【規程第３２条の４１】
（参考）経済的ペナルティの返金条件

経済的ペナルティの返金条件

出所) 「第15回 容量市場の在り方等に関する検討会」資料4 抜粋



71【規程第３２条の４１】
（参考）経済的ペナルティの返金発生のタイミング

メインオークション
容量確保契約締結

調達オークション
実施決定

供給力確保・提供失敗

実需給開始

経済的ペナルティの返金発生のタイミング

容量確保契約の解約又は契約容量の変更※（⇒確保した供給力の減少）

このタイミングで発生した経済的ペ
ナルティは、以下の場合返金される

① 追加オークションが開催されない（⇒供給力の過不足が無い）

② 追加オークションのうちリリースオークションが実施される（⇒供給力が余剰）

③ 追加オークションのうち調達オークションが実施されたが、約定価格がメインオー
クションよりも低い（⇒結果的に経済最適で必要供給力を確保）

※実効性テストの失敗、調整電源に指示できる契約の未締結、その他解約・変更の申し出等を想定

時間軸

各種登録



72【規程第３２条の４１】
（参考）経済的ペナルティ等の小売電気事業者への還元

経済的ペナルティ等の小売電気事業者への還元

出所) 「第16回 容量市場の在り方等に関する検討会」資料3 抜粋



73【規程第３２条の４１】
（参考）参入ペナルティの適用

参入ペナルティの適用について

出所) 「第1８回 容量市場の在り方等に関する検討会」資料3 抜粋



74特別オークション（新規）：業務規程変更点

 緊急時における特別オークションの実施に関する条文を追加。

【規程第３２条の４２】（新規）

 メインオークションや追加オークションが不調の場合、又は政策的な対応等が必要となった場
合は、特別オークションを実施する旨が整理された。

特別オークションの実施条件

出所) 「第17回 容量市場の在り方等に関する検討会」資料4 抜粋
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（緊急時における特別オークションの実施）
第３２条の４２ 本機関は、この節の規定にかかわらず、容量オークションで確保した容量確保契約容量から将来における需給
のひっ迫のおそれその他安定供給の維持が困難になることが明らかになった場合又はその他本機関が必要と認めた場合は、特
別の条件を設定した入札（以下「特別オークション」という。）の実施の要否を決定する。

２ 本機関は、前項の決定後、速やかに特別オークションの募集要綱を策定し、本機関のウェブサイトへの掲載等の方法によっ
て公表する。

特別オークション（新規）：業務規程変更点

【業務規程】



76その他（新規）：業務規程変更点

 その他容量市場の運営に必要な業務に関する条文を追加。

【規程第３２条の４３〜４６】（新規）

 中間とりまとめ及び容量市場検討会において、広域機関は継続的に容量市場の機能の検証・改
善を行う旨が整理された。

 広域機関は、容量市場の運営状況の内容を含む報告書を作成し、公表する。

 オークションの目標調達量の設定等には、シミュレーションツールが必要となるため、その旨
を明記した。

 市場管理者である広域機関には、応札価格や電源情報など事業者の経営に係わる情報が集まる
ことになるため、当該情報は、原則、秘密情報として取り扱う旨を明記した。

機能の改善

出所) 「中間とりまとめ」p.95抜粋

出所) 「第1８回 容量市場の在り方等に関する検討会」資料3 抜粋
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（容量市場の機能の検証）
第３２条の４３ 本機関は、実施した容量オークション及び特別オークションの結果を定期的に評価し、継続的に有識者を含め
た委員会における検討及び国の関連審議会等における審議の結果を踏まえ、必要に応じて容量市場の機能及び業務の改善等に
ついて検討する。

（報告書の作成）
第３２条の４４ 本機関は、容量市場の運営状況の内容を含む報告書を作成し、本機関のウェブサイトへの掲載等の方法によっ
て公表する。

（分析ツールの具備）
第３２条の４５ 本機関は、この節各条の業務を行うため、容量オークションのシミュレーションを行うために必要な分析ツー
ルを備える。

２ 本機関は、業務の実施を通じて得られた知見を踏まえ、分析ツールの改良又は新たな分析ツールの導入について検討を行う
。

（情報の取扱い）
第３２条の４６ 本機関は、容量市場に係る情報を、原則として、秘密情報として適切に取り扱う。

その他（新規）：業務規程変更点

【業務規程】



78電源入札等（変更）：業務規程・送配電等業務指針変更点

 容量市場における特別オークションの結果も電源入札等の検討開始要件となる旨を規定。

【業務第３５条】【指針第１７条】（変更）

 容量市場検討会において、特別オークションを実施しても調達不足が解消しなかった場合等は
電源入札等を実施する旨が示された（ただし、現行ルールの検討開始判断はそのまま維持す
る）。

出所) 「第17回 容量市場の在り方等に関する検討会」資料4 抜粋
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（電源入札等の検討の開始）
第３５条 （略）
一 （略）
ア・イ （略）

二〜三 （略）
（新設）

２ （略）

（電源入札等の検討の開始）
第３５条 （略）
一 （略）
ア・イ （略）

二〜三 （略）
四 第３２条の４２に基づく特別オークションを実施した
にもかかわらず、必要な供給力を確保できなかった場合

２ （略）

業務規程 業務規程＜変更前＞ ＜変更後＞

電源入札等（変更）：業務規程・送配電等業務指針変更点

（電源入札等の必要性の検討及び評価の際の考慮事項）
第１７条 （略）
一 （略）
二 （略）
ア〜ウ （略）

三 （略）
四 （略）
ア・イ （略）

（新設）

（電源入札等の必要性の検討及び評価の際の考慮事項）
第１７条 （略）
一 （略）
二 （略）
ア〜ウ （略）

三 （略）
四 （略）
ア・イ （略）

五 容量市場における供給力の確保状況（特別オークショ
ンが実施された場合に限る。）

送配電等業務指針 送配電等業務指針＜変更前＞ ＜変更後＞



80指導・勧告（変更）：業務規程変更点

 指導・勧告を行う条件として、容量市場におけるペナルティに従わなかった場合を追加。

【規程第１７９条】（変更）

 業務規程第３２条の４１には容量市場のペナルティを規定しているが、当該規定に従わない場
合は、送配電等業務指針違反として指導・勧告の対象となるため、その旨を明記する。

 なお、特に不適切な行為を行った電気供給事業者に対しては、ペナルティと合わせて指導・勧
告を行うこともあり得る。
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（指導・勧告の実施）
第１７９条 （略）
一〜五 （略）
（新設）

六 本規程に基づく要請又は調整に正当な理由なく応じな
いとき

七 電気供給事業者が、法令、本機関の定款、本規程又は
送配電等業務指針に照らして不適切な行為を行っている
ことが認められるとき

八 前各号の他、理事会が必要と認めるとき
２ （略）

（指導・勧告の実施）
第１７９条 （略）
一〜五 （略）
六 第５章第１節の容量市場の運営業務において、電気供
給事業者が第３２条の４１に規定するペナルティに従わ
ないとき

七 本規程に基づく要請又は調整に正当な理由なく応じな
いとき

八 電気供給事業者が、法令、本機関の定款、本規程又は
送配電等業務指針に照らして不適切な行為を行っている
ことが認められるとき

九 前各号の他、理事会が必要と認めるとき
２ （略）

業務規程 業務規程＜変更前＞ ＜変更後＞

指導・勧告（変更）：業務規程変更点



82発電計画（変更）：送配電等業務指針変更点

 容量市場のアセスメントのために、発電契約者には発電計画の内訳の提出を求める旨を追加。

【指針第１３９条】（変更）

 容量市場検討会では、広域機関は発電販売計画を用いて容量市場のアセスメントを行うことが
示された。

 現行ルールでは、バランシンググループの代表者である発電契約者が発電販売計画を提出して
いるが、容量市場のアセスメントは電源単位で行うため、発電計画の内訳を提出して頂く必要
がある。

出所) 「第14回 容量市場の在り方等に関する検討会」資料4 抜粋



83発電計画（変更）：送配電等業務指針変更点

出所) 「第14回 容量市場の在り方等に関する検討会」資料4 抜粋
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第１３９条 （略）
２ （略）
一〜三 （略）

３ （略）
４ 第２項第１号にかかわらず、発電契約者は、一般送配電
事業者から、系統運用上の必要性に基づき、発電地点別
又は発電機別ごとの発電の内訳の記載を求められた場合
には、これを発電計画に記載しなければならない。

第１３９条 （略）
２ （略）
一〜三 （略）

３ （略）
４ 第２項第１号にかかわらず、発電契約者は、次の各号に
掲げる場合において、発電地点別又は発電機別ごとの発
電の内訳の記載を求められたときは、これを発電計画に
記載しなければならない。
一 一般送配電事業者からの系統運用上の必要性に基づ
く要請があった場合
二 本機関からの容量市場の運営上の必要性に基づく要
請があった場合

送配電等業務指針 送配電等業務指針＜変更前＞ ＜変更後＞

発電計画（変更）：送配電等業務指針変更点



85事業者コード等（変更）：送配電等業務指針変更点

 事業者コード等の取得は、計画提出のみならず容量市場への参加のためにも必要となる旨を追記。

【指針第２６９条】（変更）

 現在、広域機関の事業者コードを取得する必要が無い事業者が容量市場に参加を希望する場合、
広域機関システムではなく、容量市場システムを通じて事業者コードを取得して頂くことにな
る。



86事業者コード等（変更）：送配電等業務指針変更点

（事業者コード等の申請）
第２６９条 託送供給契約者、発電契約者、需要抑制契約者その
他電気供給事業者は、本機関に対し、需要調達計画等、発電販
売計画等、需要抑制計画等及び供給計画を広域機関システムを
通じて提出するため、次の各号に掲げる当該システムで使用す
る番号（コード）の発行を本機関に申請しなければならない。
一〜八 （略）

（新設）

２ 本機関は、前項により申請を受け付けた場合は、申請のあっ
た事業者に対しコードを発行するとともに、その内容を一般送
配電事業者に通知する。

（事業者コード等の申請）
第２６９条 託送供給契約者、発電契約者、需要抑制契約者その
他電気供給事業者は、需要調達計画等、発電販売計画等、需要
抑制計画等及び供給計画を広域機関システムを通じて本機関に
提出するため、次の各号に掲げる当該システムで使用する番号
（コード）の発行を本機関に対し申請しなければならない。
一〜八 （略）

２ 市場参加資格事業者は、容量市場システムへの市場参加資格
事業者の基本情報の登録申込み等を行うために必要な場合、前
項各号に掲げるコードの発行を、本機関に対し申請しなければ
ならない（ただし、前項の申請によりコードの発行を受けた市
場参加資格事業者は除く。）。

３ 本機関は、前各項により申請を受け付けた場合は、申請の
あった事業者に対しコードを発行するとともに、その内容を一
般送配電事業者に通知する。

送配電等業務指針 送配電等業務指針＜変更前＞ ＜変更後＞



87施行期日及び経過措置（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

 施行期日及び経過措置に関する条文を追加。

【規程附則第１条、指針附則第１条】（新規）

 定款の施行期日に合わせて施行する。

【規程附則第３条】（新規）

 中間取りまとめにおいて、容量市場導入に伴う小売電気事業者への事業環境の激変緩和措置と
して、発電事業者等へ交付する金額から一定率を控除する措置（以下「経過措置」）を導入す
ることが決められた。

 また、この経過措置は2010年度末以前に建設された発電設備等を対象としたものであり、
2030年を実需給年度とする容量オークションの実施時に廃止する旨が示された。

経過措置の内容

出所) 「中間とりまとめ」P.85 抜粋

経過措置導入の決定

出所) 「中間とりまとめ」P.84 抜粋
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附則（ 年 月 日）
（施行期日）
第１条 本規程は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行する。
２ 前項にかかわらず、第３２条の２から第３２条の４６、第３５条及び第１７９条並びに附則第３条は、 ２０１９年７月１日
から２０２１年３月３１日の範囲内において本機関の理事会の議決により定める日（ただし、経済産業大臣の認可を受けた日以
降の日に限る。）から施行する。

（略）
第２条 （略）

（経過措置対象電源に係る容量確保契約金額の算出）
第３条 本機関は、容量確保契約金額の算出に当たり、２０１０年度末以前に建設された発電設備等（以下「経過措置対象電源」
という。）に関しては、別表１に掲げる算出式に基づき算出した金額を容量確保契約金額とする。
２ 別表１の控除率は、容量オークションの実施年度ごとに定率で減少するものとし、２０３０年度を実需給年度とする容量オー
クションの実施時に廃止する。

別表１ 経過措置対象電源に係る容量確保契約金額の算出式

（※１）本機関が別途定める

施行期日及び経過措置（新規）：業務規程・送配電等業務指針変更点

【業務規程】

附則（ 年 月 日）
（施行期日）
第１条 本指針は、経済産業大臣の認可を受けた日から施行する。
２ 前項にかかわらず、第１５条の２から第１５条の１９まで、第１７条、第１３９条及び第２６９条の規定は、 ２０１９年７
月１日から２０２１年３月３１日の範囲内において本機関の理事会の議決により定める日（ただし、経済産業大臣の認可を受け
た日以降の日に限る。）から施行する。

【送配電等業務指針】

経過措置対象電源の容量確
保契約金額算出式

容量確保契約金額 ＝ 容量確保契約容量 × （１ － 控除率※１） × 約定価格
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 容量市場導入に伴うルール変更（定款・業務規程・送配電等業務指針）（参考１－１、１－２）

• 容量市場において、広域機関が市場管理者として行う業務を規定

• 容量市場において、電気供給事業者が行う業務を規定

 その他ルール変更（業務規程・送配電等業務指針）

• 系統情報公表に関するルール整備の機動性確保のためのルール変更（参考２）

 系統情報公表のルール整備の機動性確保のため、別表を削除

• FIT期間満了となる低圧のFIT電源対応に伴うルール変更

 スイッチング支援システムの利用可能範囲に低圧FIT卒業電源を追加等

• 計画ルール変更

 冬季需要についての検証等を追加

• 運用ルール変更

 下げ調整力の活用、下げ調整力が不足する場合の措置について、電力貯蔵装置が用いられているため
明記



90系統情報公表に関するルール整備の機動性確保のためのルール変更（変更）
：業務規程・送配電等業務指針変更点

 第１２回再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会において、「国等におけ
る一定の検討のプロセスを経て示されるガイドライン等を踏まえて、広域機関のルールに定めてい
る事項のうち、詳細な事項は、関係規程類の見直し等により手続きを合理化し、ルール整備の機動
性を向上させる。」と整理された。
上記整理に伴い、業務規程・送配電等業務指針の関係条文を変更する。

【規程 第１６８条、指針 第２４５条、第２４６条】（変更）

第１２回 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 (201９年１月１７日） 抜粋



91系統情報公表に関するルール整備の機動性確保のためのルール変更（変更）
：業務規程

＜変更前＞ ＜変更後＞

（系統情報の公表）
第１６８条 （略）
２ 前項により公表する情報の項目のほか、国の政策方針又は審議会等におけ
る審議の結果を考慮の上、本機関が必要と認める項目及び当該情報の公表時期
等は、本機関の理事会において定め、その結果を公表する。
３ （略）

（削除）

（系統情報の公表）
第１６８条 （略）
２ 前項により公表する情報の項目及び公表時期は、別表１２－１に定めるとこ
ろによる。

３ （略）

別表１２－１ 本機関が公表する系統情報の項目及び公表時期

【業務規程】 【業務規程】

情報の項目
公表時期

（更新周期）

(a)（略） （略）

(b)（略） （略）

(c) （略） （略）

(d) （略） （略）

(e) （略） （略）

(f) （略） （略）

(g) （略） （略）

(h) （略） （略）

(i) （略） （略）

（※１）～（※１１） （略）



92系統情報公表に関するルール整備の機動性確保のためのルール変更（変更）
：送配電等業務指針変更点

＜変更前＞ ＜変更後＞

（系統情報の公表）
第２４５条 一般送配電事業者及び送電事業者は、系統情報ガイドラインに基
づき、電力系統の利用に資する情報を公表する。

一・二 （削除）

２ 業務規程第１６８条第２項で規定した本機関の公表内容のうち、一般送配
電事業者及び送電事業者が公表すべき内容については、一般送配電事業者及び
送電事業者が公表する。
３ 電気事業者は、本機関が系統情報ガイドラインに基づき、系統情報の公表
を行うために必要となる情報を、遅滞なく本機関に提供しなければならない。

第２４６条 削除

（系統情報の公表）
第２４５条 一般送配電事業者及び送電事業者は、系統情報ガイドラインに基づき、
次の各号に掲げるものを除き、電力系統の利用に資する情報を当該一般送配電事
業者及び送電事業者のウェブサイトにおいて公表する。
一 国や地方公共団体の重要な機能の喪失に繋がるおそれがあるもの
二 特定の電力の供給契約に係る契約条件等に関するもの

２ 前項により公表する情報の項目、公表手段及び公表時期は、別表１３－１に定
めるところによる。

３ 電気事業者は、本機関が系統情報ガイドラインに基づき、系統情報の公表を行
うために必要となる情報を、遅滞なく本機関に提供しなければならない。

（事業者の要請に基づく情報の提示）
第２４６条 一般送配電事業者及び送電事業者は、系統連系希望者から当該検討に
必要な情報の提示の要請があった場合は、前条第１項各号に該当する情報を除き、
別表１３－２に定める情報を提示する。

２ 前項により提示する情報の項目、提示手段及び提示時期は、別表１３－２に定
めるところによる。

３ 一般送配電事業者及び送電事業者は、第１項の情報の提示に際し、次の各号に
掲げる措置を講じることができる。

一 閲覧者の事前登録
二 閲覧目的の明確化
三 秘密保持契約の締結
四 その他提示する情報の保護のために必要な措置

別表１３－１ 一般送配電事業者及び送電事業者が公表する情報及び公表の手段、
時期

【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

（※１）～（※４） （略）
別表１３－２ 一般送配電事業者及び送電事業者が個々の要請に応じて提示する

情報及び提示の手段、時期

情報項目 公表の手段 公表時期

（ａ）～（ｇ）（略） （略） （略）

情報項目 提示手段 提示時期

（ａ）～（ｃ）（略） （略） （略）

（※１）、（※２） （略）
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 容量市場導入に伴うルール変更（定款・業務規程・送配電等業務指針）（参考１－１、１－２）

• 容量市場において、広域機関が市場管理者として行う業務を規定

• 容量市場において、電気供給事業者が行う業務を規定

 その他ルール変更（業務規程・送配電等業務指針）

• 系統情報公表に関するルール整備の機動性確保のためのルール変更（参考２）

 系統情報公表のルール整備の機動性確保のため、別表を削除

• FIT期間満了となる低圧のFIT電源対応に伴うルール変更

 スイッチング支援システムの利用可能範囲に低圧FIT卒業電源を追加等

• 計画ルール変更

 冬季需要についての検証等を追加

• 運用ルール変更

 下げ調整力の活用、下げ調整力が不足する場合の措置について、電力貯蔵装置が用いられているため
明記



94FIT期間満了となる低圧のFIT電源対応に伴うルール変更（変更）
：送配電等業務指針変更点

 2019年11月以降より発生する、ＦＩＴ期間満了によりＦＩＴ卒業となる受電地点を対象に、ス
イッチング支援システムによる託送異動申込を可能とするように対応する。

ただし、今回のスイッチング支援システムの利用可能範囲の変更は、低圧ＦＩＴ卒業受電地点の
みとする。

上記に伴い、送配電等業務指針の関係条文を変更する。

【指針 第２４７条、第２５１条、第２５３条、第２６６条】（変更）

第１回 再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 (2017年12月18日） 抜粋
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（スイッチング支援システム）
第２４７条 スイッチング支援システムを通じて行うことのできる業務は、低圧

需要者及び高圧需要者並びに低圧ＦＩＴ電源（ＦＩＴ電源のうち低圧の送電系
統に連系するものをいう。以下同じ。）を保有する発電設備設置者に関する次
の各号に掲げる業務（以下「スイッチング支援対象業務」という。）とする。
但し、第３号の使用量情報照会については、契約電力５００キロワット以上の
高圧需要者及び特別高圧需要者に関するものも含む。

一 供給地点特定番号検索（高圧需要者に係るものを除く。）
二 供給地点設備情報照会（高圧需要者に係るものを除く。）
三 使用量情報照会（低圧ＦＩＴ電源に係るものを除く。）

四 託送等異動業務（高圧需要者、低圧ＦＩＴ電源の再点及び需要抑制量調整
供給契約に係るものを除く。）

五 スイッチング廃止取次（低圧ＦＩＴ電源に係るものを除く。）
六 業務処理状況照会
七 小売電気事業者情報照会

２ （略）
３ （略）

（スイッチング支援システム）
第２４７条 スイッチング支援システムを通じて行うことのできる業務は、低

圧需要者、高圧需要者、低圧ＦＩＴ電源（ＦＩＴ電源のうち低圧の送電系統
に連系するものをいう。以下同じ。）を保有する発電設備設置者及び低圧Ｆ
ＩＴ卒業電源（ＦＩＴ電源契約の実績がある電源で、ＦＩＴ電源契約を終了
した発電設備のうち、低圧の送電系統に連系するものをいう。以下同じ。）
を保有する発電設備設置者に関する次の各号に掲げる業務（以下「スイッチ
ング支援対象業務」という。）とする。ただし、第３号の使用量情報照会に
ついては、契約電力５００キロワット以上の高圧需要者及び特別高圧需要者
に関するものも含む。
一 供給地点特定番号検索（高圧需要者に係るものを除く。）
二 供給地点設備情報照会（高圧需要者に係るものを除く。）
三 使用量情報照会（低圧ＦＩＴ電源及び低圧ＦＩＴ卒業電源に係るものを

除く。）
四 託送等異動業務（高圧需要者の再点、高圧需要者のアンペア変更、低圧

ＦＩＴ電源の再点、低圧ＦＩＴ電源の託送供給契約の切替え、低圧ＦＩＴ
電源のアンペア変更、低圧ＦＩＴ卒業電源のアンペア変更及び需要抑制量
調整供給契約に係るものを除く。）

五 スイッチング廃止取次（低圧ＦＩＴ電源に係るものを除く。）
六 業務処理状況照会
七 小売電気事業者情報照会

２ （略）
３ （略）

＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

FIT期間満了となる低圧のFIT電源対応に伴うルール変更（変更）
：送配電等業務指針変更点

（供給地点設備情報照会）
第２５１条 小売電気事業者は、小売供給契約を締結しようとする上で必要があ

る場合には、供給地点特定番号を特定した上で、スイッチング支援システムを
通じ、一般送配電事業者に対し設備情報の照会を行うことができる。但し、低
圧ＦＩＴ電源に関して照会できる情報は住所情報及び検針日情報のみとする。

２ 需要抑制契約者は、特定卸供給契約を締結しようとする上で必要がある場合
には、供給地点特定番号を特定した上で、スイッチング支援システムを通じ、
一般送配電事業者に対し設備情報の照会を行うことができる。但し、低圧ＦＩ
Ｔ電源に関して照会できる情報は住所情報及び検針日情報のみとする。

（供給地点設備情報照会）
第２５１条 小売電気事業者は、小売供給契約を締結しようとする上で必要が
ある場合には、供給地点特定番号を特定した上で、スイッチング支援システ
ムを通じ、一般送配電事業者に対し設備情報の照会を行うことができる。た
だし、低圧ＦＩＴ電源及び低圧ＦＩＴ卒業電源に関して照会できる情報は住
所情報及び検針日情報のみとする。

２ 需要抑制契約者は、特定卸供給契約を締結しようとする上で必要がある場
合には、供給地点特定番号を特定した上で、スイッチング支援システムを通
じ、一般送配電事業者に対し設備情報の照会を行うことができる。但し、低
圧ＦＩＴ電源及び低圧ＦＩＴ卒業電源に関して照会できる情報は住所情報及
び検針日情報のみとする。
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（託送等異動業務）
第２５３条 （略）
一 （略）
二 需要者の移転等に伴う電気の使用の開始（以下「再点」という。）

三・四 （略）
五 需要者及び発電者の情報の変更

（託送等異動業務）
第２５３条 （略）
一 （略）
二 需要者又は発電設備設置者の移転等に伴う電気の使用の開始又は発電の
開始（以下「再点」という。）

三・四 （略）
五 需要者及び発電設備設置者の情報の変更

FIT期間満了となる低圧のFIT電源対応に伴うルール変更（変更）
：送配電等業務指針変更点

（低圧ＦＩＴ電源及び低圧ＦＩＴ卒業電源に関するスイッチング支援対象業務
を行う場合）

第２６６条 低圧ＦＩＴ電源及び低圧ＦＩＴ卒業電源に関するスイッチング支
援対象業務を行う場合は、この章の規定は、「供給地点特定番号」を「受電
地点特定番号」、「供給地点」を「受電地点」、「需要者」を「発電設備設
置者」、「小売供給」を「特定供給」及び「小売供給契約」を「特定契約」
と読み替えて適用するものとする。

２ 前項にかかわらず、低圧ＦＩＴ電源に関するスイッチング支援対象業務を
行う場合は、第２４７条、第２５２条から第２５５条、第２５７条及び第２５
９条から第２６１条までは適用せず、低圧ＦＩＴ卒業電源に関するスイッチン
グ支援対象業務を行う場合は、第２４７条、第２５２条、第２５３条、第２５
５条第２項及び第３項並びに第２５７条は適用しない。

３ 第１項にかかわらず、一般送配電事業者と電気の特定契約を締結している
低圧ＦＩＴ電源がＦＩＴ買取期間満了に伴うスイッチング支援対象業務を行う
場合は、第２４７条及び第２５２条から第２６２条までを適用しない。

（低圧ＦＩＴ電源に関するスイッチング支援対象業務を行う場合）

第２６６条 低圧ＦＩＴ電源に関するスイッチング支援対象業務を行う場合は、本
章の規定は、「供給地点特定番号」を「受電地点特定番号」、「供給地点」を
「受電地点」、「需要者」を「発電設備設置者」、「小売供給」を「特定供
給」及び「小売供給契約」を「特定契約」と読み替えて適用するものとする。
但し、第２５４条、第２５５条、第２５７条及び第２５９条から第２６１条ま
では適用しない。

（新設）

（新設）

【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】＜変更前＞ ＜変更後＞
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 容量市場導入に伴うルール変更（定款・業務規程・送配電等業務指針）（参考１－１、１－２）

• 容量市場において、広域機関が市場管理者として行う業務を規定

• 容量市場において、電気供給事業者が行う業務を規定

 その他ルール変更（業務規程・送配電等業務指針）

• 系統情報公表に関するルール整備の機動性確保のためのルール変更（参考２）

 系統情報公表のルール整備の機動性確保のため、別表を削除

• FIT期間満了となる低圧のFIT電源対応に伴うルール変更

 スイッチング支援システムの利用可能範囲に低圧FIT卒業電源を追加等

• 計画ルール変更

 冬季需要についての検証等を追加

• 運用ルール変更

 下げ調整力の活用、下げ調整力が不足する場合の措置について、電力貯蔵装置が用いられているため
明記



98計画ルール変更（変更）：業務規程・送配電等業務指針変更点

 今後、冬季需要についても検証する必要性が高いことや、需要想定要領等について、公表のみで問
題ないことが会員へ確認できたこと等から、関係規程類を変更。

【規程 第１９条～第２３条、指針 第４条、第５条】（変更）

（供給区域需要の想定の検証）
第５条 一般送配電事業者は、本機関に対し、次の各号に掲げる区分に応じ同
号に掲げる期限までに、供給区域需要の実績及び需要実績に対する気象等に
よる影響量に関する情報を提出しなければならない。
一～二 （略）
三 当年度の夏季最大需要電力 毎年１０月末日

四 前年度の冬季最大需要電力 毎年５月末日
２ （略）
３ 一般送配電事業者は、前項の比較及び検証に際しては、気象、人口、経済
動向その他の需要に影響し得る要因及びその影響量について検証しなければ
ならない。

４ （略）
一 （略）
二 当年度の夏季最大需要電力に関する検証結果 毎年１０月末日

三 前年度の冬季最大需要電力に関する検証結果 毎年５月末日
５ （略）

別表２－１ 検証する需要想定と比較対象とする需要実績

（供給区域需要の想定の検証）
第５条 一般送配電事業者は、本機関に対し、次の各号に掲げる区分に応じ同号
に掲げる期限までに、供給区域需要の実績及び需要実績に対する気温等による
影響量に関する情報を提出しなければならない。
一～二 （略）
三 当年度の夏季最大需要電力 毎年１０月末日。但し、冬季に年間の最大需
要電力が発生する供給区域については、冬季最大需要電力に関する提出期限
を毎年翌年度５月末日とする。
（新設）

２ （略）
３ 一般送配電事業者は、前項の比較及び検証に際しては、気温、人口、経済動
向その他の需要に影響し得る要因及びその影響量について検証しなければなら
ない。

４ （略）
一 （略）
二 最大需要電力に関する検証結果 毎年１０月末日。但し、冬季に年間の最
大需要電力が発生する供給区域については、毎年５月末日とする。
（新設）

５ （略）
別表２－１ 検証する需要想定と比較対象とする需要実績

（※）冬季に年間の最大需要電力が発生する供給区域のみ対象とする。

比較対象とする需要実績実績 検証する需要想定

前年度の需要電力量 前年度計画の第１年度

当年度の夏季最大３日平均電力 当年度計画の第１年度

前年度の冬季最大３日平均電力（※） 前年度計画の第１年度

比較対象とする需要実績実績 検証する需要想定

前年度の需要電力量 前年度計画の第１年度

当年度の夏季最大需要電力 当年度計画の第１年度

前年度の冬季最大需要電力 前年度計画の第１年度

＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】



99計画ルール変更（変更）：業務規程・送配電等業務指針変更点

＜変更前＞ ＜変更後＞

（需要想定要領の策定）
第１９条 本機関は、一般送配電事業者、小売電気事業者及び特定送配電事業
者（登録特定送配電事業者に限る。）たる会員が行う需要想定が適切かつ円滑
に行われるようにするため、次の各号に掲げる事項を定めた要領（以下「需要
想定要領」という。）を策定し、公表する。
一 （略）
二 需要実績の補正方法（気象、閏年による影響の具体的補正手法等）
三～六 （略）

（需要想定要領の策定）
第１９条 本機関は、一般送配電事業者、小売電気事業者及び特定送配電事業者
（登 録特定送配電事業者に限る。）たる会員が行う需要想定が適切かつ円滑
に行われるようにするため、次の各号に掲げる事項を定めた要領（以下「需要
想定要領」という。）を策定し、会員に通知するとともに公表する。
一 （略）
二 需要実績の補正方法（気温、閏年による影響の具体的補正手法等）
三～六 （略）

（需要想定及び需要想定要領の検証）
第２０条 （略）
一 （略）
二 需要実績に対する気象等による影響量に関する情報
三 （略）

２ （略）
一～四 （略）

（需要想定及び需要想定要領の検証）
第２０条 （略）
一 （略）
二 需要実績に対する気温等による影響量に関する情報
三 （略）

２ （略）
一～四 （略）

【業務規程】 【業務規程】

（全国の経済見通しの策定）
第２２条 （略）
２ 本機関は、前項に基づいて策定した経済見通しを、毎年１１月末日までに
公表する。

（全国の経済見通しの策定）
第２２条 （略）
２ 本機関は、前項に基づいて策定した経済見通しを、毎年１１月末日までに、

一般送配電事業者、小売電気事業者及び特定送配電事業者（登録特定送配電
事業者に限る。）たる会員に通知するとともに公表する。

（需要想定要領の変更）
第２１条 本機関は、前条第２項の検証結果に基づき、必要に応じ、原則とし
て、毎年１１月上旬までに需要想定要領を変更し、公表する。

２ （略）

（需要想定要領の変更）
第２１条 本機関は、前条第２項の検証結果に基づき、必要に応じ、原則として、
毎年１１月上旬までに需要想定要領を変更し、会員に通知するとともに公表す
る。

２ （略）

（全国の需要想定の策定）
第２３条 （略）
２ （略）
３ （略）
４ 本機関は、毎年１月末日までに、第２項および第３項において妥当性を確
認した全ての供給区域需要の想定の合計からなる全国の需要想定を策定する。

５ 本機関は、全国の需要想定を策定したときは、全国及び供給区域ごとの需
要想定を公表する。

（全国の需要想定の策定）
第２３条 （略）
２ （略）
３ （略）
４ 本機関は、毎年１月末日までに、全ての供給区域需要の想定の妥当性を確認
し、その合計からなる全国の需要想定を策定する。

５ 本機関は、全国の需要想定を策定したときは、全国及び供給区域ごとの需要
想定を会員に通知するとともに公表する。



100計画ルール変更（変更）：業務規程・送配電等業務指針変更点

＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】

（供給区域需要の想定）
第４条 一般送配電事業者は、需要想定要領に基づき、次の各号に掲げる想定
期間及び想定対象にしたがって、自らの供給区域需要の想定を行い、毎年度
１月２０日までに本機関に提出する。
一～二 （略）

２ 一般送配電事業者は、供給区域需要の想定にあたっては、本機関が業務規
程第２２条第２項に基づき公表する経済見通しその他の情報、直近の需要動
向、需要の実績、供給区域の個別事情その他適切に需要想定を行うにあたり
必要となる事項を考慮しなければならない。

３ （略）

（供給区域需要の想定）
第４条 一般送配電事業者は、需要想定要領に基づき、次の各号に掲げる想定期
間及び想定対象にしたがって、自らの供給区域の供給区域需要の想定を行い、
毎年度１月２０日までに本機関に提出する。
一～二 （略）

２ 一般送配電事業者は、供給区域需要の想定にあたっては、本機関が業務規程
第２２条第２項に基づき公表する経済見通しその他の情報、直近の需要動向、
過去の需要の実績、供給区域の個別事情その他適切に需要想定を行うにあたり
必要となる事項を考慮しなければならない。

３ （略）
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 容量市場導入に伴うルール変更（定款・業務規程・送配電等業務指針）（参考１－１、１－２）

• 容量市場において、広域機関が市場管理者として行う業務を規定

• 容量市場において、電気供給事業者が行う業務を規定

 その他ルール変更（業務規程・送配電等業務指針）

• 系統情報公表に関するルール整備の機動性確保のためのルール変更（参考２）

 系統情報公表のルール整備の機動性確保のため、別表を削除

• FIT期間満了となる低圧のFIT電源対応に伴うルール変更

 スイッチング支援システムの利用可能範囲に低圧FIT卒業電源を追加等

• 計画ルール変更

 冬季需要についての検証等を追加

• 運用ルール変更

 下げ調整力の活用、下げ調整力が不足する場合の措置について、電力貯蔵装置が用いられているため
明記



102運用ルール変更（変更）：送配電等業務指針変更点

（下げ調整力の活用）
第１７３条 （略）
一 一般送配電事業者が調整力としてあらかじめ確保した次のアからウに掲

げる方法
ア 発電機の出力抑制
イ 揚水式発電機の揚水運転
ウ 需給バランス改善用の電力貯蔵装置の充電

二 一般送配電事業者からオンラインで調整ができる次のアからウに掲げる
方法

ア 発電機の出力抑制
イ 揚水式発電機の揚水運転
ウ 需給バランス改善用の電力貯蔵装置の充電

＜変更前＞ ＜変更後＞

 下げ調整力の活用、下げ調整力が不足する場合の措置について、電力貯蔵装置が用いられているた
め明記。

【指針 第１７３条、第１７４条】（変更）

（下げ調整力の活用）
第１７３条 （略）
一 一般送配電事業者が調整力として予め確保した発電機の出力抑制及び揚水
式 発電機の揚水運転

二 一般送配電事業者からオンラインで調整ができる発電機の出力抑制及び揚
水式 発電機の揚水運転

（下げ調整力が不足する場合の措置）
第１７４条 （略）
一 一般送配電事業者からオンラインで調整できない次のアからウに掲げる
方法（第３号、第４号、第５号及び第７号に掲げる方法を除く。）
ア 火力電源等（出力制御が困難な電源及び下げ調整力不足の解消への効果
が低い電源は除く。以下同じ。）の発電機の出力抑制

イ 揚水式発電機の揚水運転
ウ 需給バランス改善用の電力貯蔵装置の充電
二～七 （略）

２ （略）

（下げ調整力が不足する場合の措置）
第１７４条 （略）
一 一般送配電事業者からオンラインで調整できない火力電源等（出力制御が
困難な電源及び下げ調整力不足の解消への効果が低い電源は除く。以下同
じ。）の発電機の出力抑制及び一般送配電事業者からオンラインで調整でき
ない揚水式発電機の揚水運転（第３号、第４号、第５号及び第７号に掲げる
方法を除く。）

二～七 （略）
２ （略）

【送配電等業務指針】 【送配電等業務指針】


